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指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第３７号）

目次

第一章 基本方針（第一条）

第二章 人員に関する基準（第二条・第三条）

第三章 運営に関する基準（第四条―第二十八条）

第四章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第二十九条―第

三十一条）

第五章 基準該当介護予防支援に関する基準（第三十二条）

附則

第一章 基本方針

（ （ 。 「 」第一条 指定介護予防支援 介護保険法 平成九年法律第百二十三号 以下 法

という ）第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ ）。 。

の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営

むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

２ 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等

に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達

成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏ま

え、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われる

。ものでなければならない

３ 指定介護予防支援事業者（法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援

事業者をいう。以下同じ ）は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用。

者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される

指定介護予防サービス等（法第八条の二第十八項に規定する指定介護予防サー

ビス等をいう。以下同じ ）が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者。

若しくは地域密着型介護予防サービス事業者（以下「介護予防サービス事業者

等」という ）に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければなら。

ない。

４ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村（特別区を含

む。以下同じ 、地域包括支援センター（法第百十五条の三十九第一項に規定。）

する地域包括支援センターをいう。以下同じ 、老人福祉法（昭和三十八年法。）

律第百三十三号）第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、指定居

宅介護支援事業者（法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者を

いう。以下同じ 、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による。）

１ 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
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自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との

連携に努めなければならない。

第二章 人員に関する基準

（従業者の員数）

第二条 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定介護予

防支援事業所」という ）ごとに一以上の員数の指定介護予防支援の提供に当。

たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員

（以下「担当職員」という ）を置かなければならない。。

（管理者）

第三条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに常勤の管理

者を置かなければならない。

２ 前項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。

ただし、指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は、当該指定介護予

防支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防支援事業者である地

域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。

第三章 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第四条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あ

らかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第十七条に規定する運営規程の概

要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得

なければならない。

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらか

じめ、介護予防サービス計画が第一条に規定する基本方針及び利用者の希望に

基づき作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得なければなら

ない。

３ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合

、 、 、には 第一項の規定による文書の交付に代えて 第六項で定めるところにより

当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であっ

て次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という ）により提供。

することができる。この場合において、当該指定介護予防支援事業者は、当該

文書を交付したものとみなす。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
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イ 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその

家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録された第一項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込

者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的

方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっ

ては、指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルにその旨を記録する方法）

二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第

一項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

４ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力す

ることによる文書を作成することができるものでなければならない。

５ 第三項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防支援事業者の使用

に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

６ 指定介護予防支援事業者は、第三項の規定により第一項に規定する重要事項

、 、 、を提供しようとするときは あらかじめ 当該利用申込者又はその家族に対し

その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法

による承諾を得なければならない。

一 第三項各号に規定する方法のうち指定介護予防支援事業者が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

７ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防支援事業者は、当該利用申込者又

はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨

の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定す

る重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申

、 。込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は この限りでない

（提供拒否の禁止）

第五条 指定介護予防支援事業者は、正当な理由なく指定介護予防支援の提供を

拒んではならない。

（サービス提供困難時の対応）

第六条 指定介護予防支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域（当該

指定介護予防支援事業所が通常時に指定介護予防支援を提供する地域をいう。

以下同じ ）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防支援を提。

供することが困難であると認めた場合は、他の指定介護予防支援事業者の紹介
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その他の必要な措置を講じなければならない。

（受給資格等の確認）

第七条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供を求められた場合

には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有

無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

（要支援認定の申請に係る援助）

、 、第八条 指定介護予防支援事業者は 被保険者の要支援認定に係る申請について

利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、要支援

認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われて

いるかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思

を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならな

い。

３ 指定介護予防支援事業者は、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用

者が受けている要支援認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう、

必要な援助を行わなければならない。

（身分を証する書類の携行）

第九条 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職員に

身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求

められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

（利用料等の受領）

第十条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援（法第五十八条第四項の

規定に基づき介護予防サービス計画費（法第五十八条第二項に規定する介護予

防サービス計画費をいう。以下同じ ）が当該指定介護予防支援事業者に支払。

われる場合に係るものを除く ）を提供した際にその利用者から支払を受ける。

利用料（介護予防サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

以下同じ ）と、介護予防サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じ。

ないようにしなければならない。

（保険給付の請求のための証明書の交付）

第十一条 指定介護予防支援事業者は、提供した指定介護予防支援について前条

の利用料の支払を受けた場合には、当該利用料の額等を記載した指定介護予防

支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

（指定介護予防支援の業務の委託）

第十二条 指定介護予防支援事業者は、法第百十五条の二十一第三項の規定によ

り指定介護予防支援の一部を委託する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守

しなければならない。

一 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため地域包括支援セン

ター運営協議会（介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）第
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百四十条の五十二第四号に規定する地域包括支援センター運営協議会をい

う ）の議を経なければならないこと。。

二 委託に当たっては、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施でき

るよう委託する業務の範囲や業務量について配慮すること。

三 委託する指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援の業務に関する知

識及び能力を有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者でな

ければならないこと。

四 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、指定介護予防支援の業務を実施

する介護支援専門員が、第一章、この章及び第四章の規定を遵守するよう措

置させなければならないこと。

五 一の指定居宅介護支援事業者に委託することができる件数は、当該指定居

宅介護支援事業所ごとに、所属する介護支援専門員の数に八を乗じて得た数

以下であること。ただし、指定介護予防支援事業者が、離島その他の地域で

あって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する利用者に係

る指定介護予防支援の一部を委託する場合にあっては、この限りではない。

（法定代理受領サービスに係る報告）

第十三条 指定介護予防支援事業者は、毎月、市町村（法第五十三条第七項にお

いて読み替えて準用する第四十一条第十項の規定により法第五十三条第六項の

規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会（国民健康保

険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第四十五条第五項に規定する国民健康

保険団体連合会をいう。以下同じ ）に委託している場合にあっては、当該国。

民健康保険団体連合会）に対し、介護予防サービス計画において位置付けられ

ている指定介護予防サービス等のうち法定代理受領サービス（法第五十三条第

四項の規定により介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サー

ビス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サ

ービスをいう ）として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出し。

なければならない。

２ 指定介護予防支援事業者は、介護予防サービス計画に位置付けられている基

準該当介護予防サービスに係る特例介護予防サービス費の支給に係る事務に必

要な情報を記載した文書を、市町村（当該事務を国民健康保険団体連合会に委

託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対して提出しな

ければならない。

（利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付）

第十四条 指定介護予防支援事業者は、要支援認定を受けている利用者が要介護

認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対

し、直近の介護予防サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなけ

ればならない。

（利用者に関する市町村への通知）
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第十五条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けている利用者が

次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通

知しなければならない。

一 正当な理由なしに介護給付等対象サービス（法第二十四条第二項に規定す

る介護給付等対象サービスをいう。以下同じ ）の利用に関する指示に従わ。

ないこと等により、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要

介護状態になったと認められるとき。

二 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとし

たとき。

（管理者の責務）

第十六条 指定介護予防支援事業所の管理者は、当該指定介護予防支援事業所の

、 、担当職員その他の従業者の管理 指定介護予防支援の利用の申込みに係る調整

業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

２ 指定介護予防支援事業所の管理者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職

員その他の従業者にこの章及び次章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を

行うものとする。

（運営規程）

第十七条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、次に掲

（ 「 」 。）げる事業の運営についての重要事項に関する規程 以下 運営規程 という

として次に掲げる事項を定めるものとする。

一 事業の目的及び運営の方針

二 職員の職種、員数及び職務内容

三 営業日及び営業時間

四 指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

五 通常の事業の実施地域

六 その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保）

第十八条 指定介護予防支援事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防支援を

提供できるよう、指定介護予防支援事業所ごとに担当職員その他の従業者の勤

務の体制を定めておかなければならない。

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、当該指定介護

予防支援事業所の担当職員によって指定介護予防支援の業務を提供しなければ

ならない。ただし、担当職員の補助の業務についてはこの限りでない。

３ 指定介護予防支援事業者は、担当職員の資質の向上のために、その研修の機

会を確保しなければならない。

（設備及び備品等）

第十九条 指定介護予防支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有

するとともに、指定介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなけれ
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ばならない。

（従業者の健康管理）

第二十条 指定介護予防支援事業者は、担当職員の清潔の保持及び健康状態につ

いて、必要な管理を行わなければならない。

（掲示）

第二十一条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所の見やすい場

所に、運営規程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

（秘密保持）

第二十二条 指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者は、正当な理由

、 。がなく その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない

２ 指定介護予防支援事業者は、担当職員その他の従業者であった者が、正当な

理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのな

いよう、必要な措置を講じなければならない。

３ 指定介護予防支援事業者は、サービス担当者会議（第三十条第九号に規定す

るサービス担当者会議をいう ）等において、利用者の個人情報を用いる場合。

、 、は利用者の同意を 利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を

あらかじめ文書により得ておかなければならない。

（広告）

第二十三条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所について広告

をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

（介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等）

第二十四条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援事業所の管理者は、

介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定介護予防支援事業所の

担当職員に対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを位置付け

るべき旨の指示等を行ってはならない。

２ 指定介護予防支援事業所の担当職員は、介護予防サービス計画の作成又は変

更に関し、利用者に対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを

利用すべき旨の指示等を行ってはならない。

３ 指定介護予防支援事業者及びその従業者は、介護予防サービス計画の作成又

は変更に関し、利用者に対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービ

スを利用させることの対償として、当該介護予防サービス事業者等から金品そ

の他の財産上の利益を収受してはならない。

（苦情処理）

第二十五条 指定介護予防支援事業者は、自ら提供した指定介護予防支援又は自

らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等（第六項にお

いて「指定介護予防支援等」という ）に対する利用者及びその家族からの苦。

情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
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２ 指定介護予防支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内

容等を記録しなければならない。

３ 指定介護予防支援事業者は、自ら提供した指定介護予防支援に関し、法第二

十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め

又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情

に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受

けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければな

らない。

４ 指定介護予防支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改

善の内容を市町村に報告しなければならない。

５ 指定介護予防支援事業者は、自らが介護予防サービス計画に位置付けた法第

五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は法第五十四条の二第一項

に規定する指定地域密着型介護予防サービスに対する苦情の国民健康保険団体

、 。連合会への申立てに関して 利用者に対し必要な援助を行わなければならない

６ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援等に対する利用者からの苦情

に関して国民健康保険団体連合会が行う法第百七十六条第一項第二号の調査に

協力するとともに、自ら提供した指定介護予防支援に関して国民健康保険団体

連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。

７ 指定介護予防支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場

合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならな

い。

（事故発生時の対応）

第二十六条 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提

供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じなければならない。

２ 指定介護予防支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置

について記録しなければならない。

３ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により

賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならな

い。

（会計の区分）

、 、第二十七条 指定介護予防支援事業者は 事業所ごとに経理を区分するとともに

指定介護予防支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければなら

ない。

（記録の整備）

第二十八条 指定介護予防支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する

諸記録を整備しておかなければならない。
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２ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関す

る次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければな

らない。

一 第三十条第十三号に規定する指定介護予防サービス事業者等との連絡調整

に関する記録

二 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台帳

イ 介護予防サービス計画

ロ 第三十条第七号に規定するアセスメントの結果の記録

ハ 第三十条第九号に規定するサービス担当者会議等の記録

ニ 第三十条第十四号に規定する評価の結果の記録

ホ 第三十条第十五号に規定するモニタリングの結果の記録

三 第十五条に規定する市町村への通知に係る記録

四 第二十五条第二項に規定する苦情の内容等の記録

五 第二十六条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いての記録

第四章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（指定介護予防支援の基本取扱方針）

第二十九条 指定介護予防支援は、利用者の介護予防（法第八条の二第二項に規

定する介護予防をいう。以下同じ ）に資するよう行われるとともに、医療サ。

ービスとの連携に十分配慮して行わなければならない。

２ 指定介護予防支援事業者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生

活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型

の介護予防サービス計画を策定しなければならない。

３ 指定介護予防支援事業者は、自らその提供する指定介護予防支援の質の評価

を行い、常にその改善を図らなければならない。

（指定介護予防支援の具体的取扱方針）

第三十条 指定介護予防支援の方針は、第一条に規定する基本方針及び前条に規

定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

一 指定介護予防支援事業所の管理者は、担当職員に介護予防サービス計画の

作成に関する業務を担当させるものとする。

二 指定介護予防支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよ

うに説明を行う。

三 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立し

た日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応

じ、継続的かつ計画的に指定介護予防サービス等の利用が行われるようにし
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なければならない。

四 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生

活全般を支援する観点から、予防給付（法第十八条第二号に規定する予防給

付をいう。以下同じ ）の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は。

福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用

も含めて介護予防サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

五 担当職員は、介護予防サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者に

よるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定介護予防サービス

事業者等に関するサービス及び住民による自発的な活動によるサービスの内

容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとす

る。

六 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、適切な方法によ

り、利用者について、その有している生活機能や健康状態、その置かれてい

る環境等を把握した上で、次に掲げる各領域ごとに利用者の日常生活の状況

を把握し、利用者及び家族の意欲及び意向を踏まえて、生活機能の低下の原

因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防の効

果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように

支援すべき総合的な課題を把握しなければならない。

イ 運動及び移動

ロ 家庭生活を含む日常生活

ハ 社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション

ニ 健康管理

、 （ 「 」七 担当職員は 前号に規定する解決すべき課題の把握 以下 アセスメント

という ）に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面。

接して行わなければならない。この場合において、担当職員は、面接の趣旨

を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

八 担当職員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果、利

用者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及びその家

族の意向、それらを踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援

の留意点、本人、指定介護予防サービス事業者、自発的な活動によるサービ

スを提供する者等が目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間

等を記載した介護予防サービス計画の原案を作成しなければならない。

九 担当職員は、サービス担当者会議（担当職員が介護予防サービス計画の作

成のために介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス

等の担当者（以下この条において「担当者」という ）を召集して行う会議。

をいう。以下同じ ）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者。

と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担

当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得
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ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求める

ことができるものとする。

十 担当職員は、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サー

ビス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該介護

予防サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明

し、文書により利用者の同意を得なければならない。

十一 担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サ

ービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。

十二 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等に対して、介護予防サービ

ス計画に基づき、介護予防訪問介護計画（指定介護予防サービス等の事業の

人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十五号。以

下指定介護予防サービス等基準という ）第三十九条第二号に規定する介護。

予防訪問介護計画をいう ）等指定介護予防サービス等基準において位置づ。

けられている計画の作成を指導するとともに、サービスの提供状況や利用者

の状態等に関する報告を少なくとも一月に一回、聴取しなければならない。

十三 担当職員は、介護予防サービス計画の作成後、介護予防サービス計画の

（ 。） 、実施状況の把握 利用者についての継続的なアセスメントを含む を行い

必要に応じて介護予防サービス計画の変更、指定介護予防サービス事業者等

との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

、 、十四 担当職員は 介護予防サービス計画に位置づけた期間が終了するときは

当該計画の目標の達成状況について評価しなければならない。

、 （ 「 」十五 担当職員は 第十三号に規定する実施状況の把握 以下 モニタリング

という ）に当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業。

者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定める

ところにより行わなければならない。

イ 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して三月に一回

及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化が

あったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

ロ 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通

所介護事業所（指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項に規定する

指定介護予防通所介護事業所をいう ）又は指定介護予防通所リハビリテ。

ーション事業所（指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項に規定す

る指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう ）を訪問する等の。

方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場

合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。

ハ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。

十六 担当職員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催に
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より、介護予防サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的

な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場

合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるもの

とする。

イ 要支援認定を受けている利用者が法三十三条第二項に規定する要支援更

新認定を受けた場合

ロ 要支援認定を受けている利用者が法三十三条の二第一項に規定する要支

援状態区分の変更の認定を受けた場合

十七 第三号から第十二号までの規定は、第十三号に規定する介護予防サービ

ス計画の変更について準用する。

十八 担当職員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効

率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営

むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は

入所を希望する場合には、利用者の要介護認定に係る申請について必要な支

援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。

十九 担当職員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要支援者か

ら依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あら

かじめ、介護予防サービス計画の作成等の援助を行うものとする。

二十 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーシ

ョン等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利

（ 「 」 。）用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師 以下 主治の医師等 という

の意見を求めなければならない。

二十一 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防訪問看護、介護予防通

所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該

医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものと

し、医療サービス以外の指定介護予防サービス等を位置付ける場合にあって

は、当該指定介護予防サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留

、 。意事項が示されているときは 当該留意点を尊重してこれを行うものとする

二十二 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防短期入所生活介護又は

介護予防短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅にお

ける自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状

況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、介護予防短期入所生活介

護及び介護予防短期入所療養介護を利用する日数が要支援認定の有効期間の

おおむね半数を超えないようにしなければならない。

二十三 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与を位置づ

ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に介護予防福祉

用具貸与が必要な理由を記載するとともに、少なくとも六月に一回、サービ

ス担当者会議を開催し、その継続の必要性について検証をした上で、継続が
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必要な場合にはその理由を介護予防サービス計画に記載しなければならな

い。

二十四 担当職員は、介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売を位

置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定介護

予防福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。

二十五 担当職員は、利用者が提示する被保険者証に、法第七十三条第二項に

規定する認定審査会意見又は法第三十七条第一項の規定による指定に係る介

護予防サービスの種類若しくは地域密着型介護予防サービスの種類について

の記載がある場合には、利用者にその趣旨（同条第一項の規定による指定に

係る介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類について

は、その変更の申請ができることを含む ）を説明し、理解を得た上で、そ。

の内容に沿って介護予防サービス計画を作成しなければならない。

二十六 担当職員は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場

合には、指定居宅介護支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する

等の連携を図るものとする。

（介護予防支援の提供に当たっての留意点）

第三十一条 介護予防支援の実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮

できるよう次に掲げる事項に留意しなければならない。

一 単に運動機能や栄養状態、口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指

すものではなく、これらの機能の改善や環境の調整などを通じて、利用者の

日常生活の自立のための取組を総合的に支援することによって生活の質の向

上を目指すこと。

二 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対す

る意欲を高めるよう支援すること。

三 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた

目標を、期間を定めて設定し、利用者、サービス提供者等とともに目標を共

有すること。

四 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者ので

きる行為は可能な限り本人が行うよう配慮すること。

五 サービス担当者会議等を通じて、多くの種類の専門職の連携により、地域

における様々な予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は

福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用

も含めて、介護予防に資する取組を積極的に活用すること。

六 地域支援事業（法第百十五条の三十八に規定する地域支援事業をいう ）。

及び介護給付（法第十八条第一号に規定する介護給付をいう ）と連続性及。

び一貫性を持った支援を行うよう配慮すること。

七 介護予防サービス計画の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効

果的なものとすること。
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八 機能の改善の後についてもその状態の維持への支援に努めること。

第五章 基準該当介護予防支援に関する基準

（準用）

第三十二条 第一章から前章（第二十五条第六項及び第七項を除く ）までの規。

定は、基準該当介護予防支援（法第五十九条第一項第一号に規定する基準該当

介護予防支援をいう ）の事業について準用する。この場合において 第四条。 、

「 」 「 」 、第一項中 第十七条 とあるのは 第三十二条において準用する第十七条 と

第十条第一項中「指定介護予防支援（法第五十八条第四項の規定に基づき介護

予防サービス計画費（法第五十八条第二項に規定する介護予防サービス計画費

をいう。以下同じ ）が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合に係る。

ものを除く 」とあるのは「基準該当介護予防支援」と 「介護予防サービス。） 、

計画費の額」とあるのは「法第五十九条第二項に規定する特例介護予防サービ

ス計画費の額」と読み替えるものとする。

附 則

１ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

２ 介護保険法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第七十七号）附則第十

条第一項の規定により指定居宅介護支援事業者とみなされた者が指定居宅介護

支援の事業を行う事業所であって、法第百十五条の二十一第三項の規定により

指定介護予防支援の一部を委託する場合にあっては、平成十九年三月三十一日

までの間は、第十二条第五号の規定は適用しない。
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老振発第0331003号

老老発第0331016号

平成１８年３月３１日

都道府県

各 指定都市 介護保険主管部（局）長 殿

中 核 市

厚生労働省老健局振 興 課 長

老人保健課長

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について

介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という ）第５９条第１項第１号並。

びに第１１５条の２２第１項及び第２項の規定に基づく「指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準 （以下「基準」という ）については、平成１８年３月１４日厚生労働省令第３７」 。

号をもって公布され、平成１８年４月１日より施行されるところであるが、基準の趣旨及

び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にそ

の周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

記

第１ 基準の性格

１ 基準は、指定介護予防支援の事業及び基準該当介護予防支援の事業がその目的を達

成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、指定介護予防支援事業者及

び基準該当介護予防支援事業者は、基準を充足することで足りるとすることなく常に

その事業の運営の向上に努めなければならないものである。

２ 指定介護予防支援の事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさ

２ 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について
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ない場合には、指定介護予防支援事業者の指定又は更新は受けられず、また、基準に

違反することが明らかになった場合には、①相当の期限を定めて基準を遵守する勧告

、 、 、 、を行い ②相当の期限内に勧告に従わなかったときは 事業者名 勧告に至った経緯

当該勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置をとら

なかったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置をとるよう命令することが

できるものであること。ただし、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経

緯等を公表しなければならない。なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取

り消すこと、又は取り消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の

効力を停止すること（不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該サ

ービスに関する介護報酬の請求を停止させる）ができる。ただし、次に掲げる場合に

は、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、指定の全部若しくは一部

の停止又は直ちに取り消すことができるものであること。

① 指定介護予防支援事業者及びその従業者が、介護予防サービス計画の作成又は変

更に関し、利用者に対して特定の介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サ

ービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該介護予防サー

ビス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者等から金品その他の財産上の利益

を収受したときその他の自己の利益を図るために基準に違反したとき

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき

３ 運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従って

事業の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取り消され、法に定

める期間の経過後に再度当該事業者から指定の申請がなされた場合には、当該事業者

が運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を遵守す

ることを確保することに特段の注意が必要であり、その改善状況等が十分に確認され

ない限り指定を行わないものとする。

４ 基準違反に対しては、厳正に対応すべきであること。

第２ 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準

１ 基本方針

介護保険制度においては、要支援者である利用者に対し、個々の解決すべき課題、

その心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわたる指定介護予

防サービス、指定地域密着型介護予防サービス等が、多様なサービス提供主体により

総合的かつ効率的に提供されるよう、介護予防支援を保険給付の対象として位置づけ

たものであり、その重要性に鑑み、保険給付率についても特に１０割としているとこ

ろである。
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基準第１条第１項は、介護保険制度の基本理念である「自立支援 、すなわち利用」

者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を継続するということを実現する

ため、利用者が要支援者であることに鑑み、介護予防の効果が最大限発揮され、利用

者が有している生活機能の維持・改善が図られるよう、目標指向型の計画を作成し、

支援することができるかどうかという視点から検討を行い支援を行うべきことを定め

たものである。

このほか、指定介護予防支援の事業の実施にあたっては、高齢者自身によるサービ

スの選択の尊重、保健・医療・福祉サービスの総合的、効率的な活用、利用者主体、

公正中立、地域における様々な取組等との連携等を基本理念として掲げている。これ

らの基本理念を踏まえ、介護予防支援の事業については、市町村が設置する地域包括

支援センターが指定介護予防支援事業者としての指定を受け、主体的に行う業務とし

ており、指定介護予防支援事業者は、常にこの基本方針を踏まえた事業運営を図らな

ければならないこととしている。

２ 人員に関する基準

指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所に保健師その他の介護予防支

援に関する知識を有する職員（以下「担当職員」という ）を、事業が円滑に実施で。

きるよう、必要数を配置しなければならない。この担当職員は、次のいずれかの要件

を満たす者であって、都道府県が実施する研修を受講する等介護予防支援業務に関す

る必要な知識及び能力を有する者を充てる必要がある。

① 保健師

② 介護支援専門員

③ 社会福祉士

④ 経験ある看護師

⑤ 高齢者保健福祉に関する相談業務等に３年以上従事した社会福祉主事

なお、担当職員は、上記の要件を満たす者であれば、当該介護予防支援事業所であ

る地域包括支援センターの職員等と兼務して差し支えないものであり、また、利用者

の給付管理に係る業務等の事務的な業務に従事する者については、上記の要件を満た

していなくても差し支えないものである。

また、基準第２条及び第３条に係る運用に当たっては、次の点に留意する必要があ

る。

（１）担当職員の員数

基準第２条において、１以上の員数の担当職員を置かなければならないこととさ

れているが、介護予防支援事業者は、担当する区域の状況を踏まえ、必要な担当職

員を配置するか、あるいは指定居宅介護支援事業者に業務の一部を委託することに

より、適切に業務を行えるよう体制を整備する必要があることを示しているもので

ある。
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なお、基準においては、配置する職員について常勤又は専従等の要件を付してい

ないが、指定介護予防支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの相談等に対応

できる体制を整えている必要があり、担当職員がその業務上の必要性から、又は他

の業務を兼ねていることから、当該事業所に不在となる場合であっても、管理者、

その他の従業者等を通じ、利用者が適切に担当職員に連絡が取れるなど利用者の支

援に支障が生じないよう体制を整えておく必要がある。

また、担当職員が非常勤の場合や他の事業と兼務している場合にも、介護予防支

援の業務については、介護予防支援事業者の指揮監督に基づいて適切に実施するよ

う留意しなければならない。

（２）管理者

指定介護予防支援事業所に置くべき管理者は、専らその職務に従事する常勤の者

でなければならないが、介護予防支援の業務又は当該指定介護予防支援事業所であ

る地域包括支援センターの業務に従事する場合はこの限りでないこととされてい

る。

指定介護予防支援事業所の管理者は、指定介護予防支援事業所の営業時間中は、

常に利用者からの利用申込等に対応できる体制を整えている必要があるものであ

り、管理者が指定介護予防支援事業所である地域包括支援センターの業務を兼務し

ていて、その業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、その他

の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要があ

る。

（３）用語の定義

｢常勤」及び「専らその職務に従事する」の定義はそれぞれ次のとおりである。

① ｢常勤」

当該事業所における勤務時間（当該事業所において、指定介護予防支援以外の

事業を行っている場合には、当該事業に従事している時間を含む ）が、当該事。

業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（週３２時間を下

回る場合は週３２時間を基本とする ）に達していることをいうものである。同。

一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所

の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについて

は、その勤務時間が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要

件を満たすものであることとする。

② ｢専らその職務に従事する」

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しな

いことをいうものである。

③ ｢事業所」

事業所とは、担当職員が介護予防支援を行う本拠であり、具体的には管理者が
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サービスの利用申込の調整等を行い、介護予防支援に必要な利用者ごとに作成す

る帳簿類を保管し、利用者との面接相談に必要な設備及び備品を備える場所であ

り、当該指定に係る地域包括支援センターの他の業務と兼ねることができる。

３ 運営に関する基準

（１）内容及び手続きの説明及び同意

基準第４条は、基本理念としての高齢者の主体的なサービス利用を具体化したも

のである。指定介護予防支援事業者は、利用申込があった場合には、あらかじめ、

当該利用申込者又はその家族に対し、当該指定介護予防支援事業所の運営規程の概

要、担当職員の勤務の体制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の

利用申込者がサービスを利用するために必要な重要事項を説明書やパンフレット等

の文書を交付して説明を行い、当該指定介護予防支援事業所から介護予防支援を受

けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意

については、利用者及び指定介護予防支援事業者双方の保護の立場から書面によっ

て確認することが望ましいものである。

また、指定介護予防支援は、利用者の状態の特性を踏まえた目標を設定し、常に

利用者の目標に沿って行われるものであり、介護予防サービス計画は基準第１条の

、 。基本方針及び利用者の選択を尊重し 自立を支援するために作成されるものである

このため、指定介護予防支援について利用者の主体的な取組が重要であることにつ

き十分説明を行い、理解を得なければならない。

（２）提供拒否の禁止

基準第５条は、介護予防支援の公共性にかんがみ、原則として、指定介護予防支

、 、援の利用申込に対しては これに応じなければならないことを規定したものであり

正当な理由なくサービスの提供を拒否することを禁止するものである。

なお、ここでいう正当な理由とは、①利用申込者の居住地が当該事業所の通常の

事業の実施地域外である場合、②利用申込者が他の指定介護予防支援事業者にも併

せて指定介護予防支援の依頼を行っていることが明らかな場合等である。

（３）要支援認定の申請に係る援助

① 基準第８条第１項は、法第３２条第１項に基づき、被保険者が介護予防支援事

業者に要支援認定の申請に関する手続きを代わって行わせることができること等

、 、を踏まえ 被保険者から要支援認定の申請の代行を依頼された場合等においては

介護予防支援事業者は必要な協力を行わなければならないものとしたものであ

る。

② 同条第２項は、要支援認定の申請がなされていれば、要支援認定の効力が申請

時に遡ることにより、指定介護予防支援の利用に係る費用が保険給付の対象とな

り得ることを踏まえ、指定介護予防支援事業者は、利用申込者が要支援認定を受

けていないことを確認した場合には、要支援認定の申請が既に行われているかど
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うかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて

速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならないこととした

ものである。

、 、③ 同条第３項は 要支援認定の有効期間が付されているものであることを踏まえ

指定介護予防支援事業者は、要支援認定の有効期間を確認した上、要支援認定の

更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了

する１月前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならないこととしたも

のである。

（４）身分を証する書類の携行

基準第９条は、利用者が安心して指定介護予防支援の提供を受けられるよう、指

定介護予防支援事業者が、当該指定介護予防支援事業所の担当職員に身分を証する

証書や名刺等を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたとき

は、これを提示すべき旨を指導するべきこととしたものである。当該証書等には、

当該指定介護予防支援事業所の名称、当該担当職員の氏名を記載した上、写真を貼

付したものとすることが望ましい。

（５）利用料等の受領

基準第１０条は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、保険給付がいわ

ゆる償還払いとなる場合と、保険給付が利用者に代わり指定介護予防支援事業者に

支払われる場合（以下「代理受領がなされる場合」という ）の間で、一方の経費。

が他方へ転嫁等されることがないよう、償還払いの場合の指定介護予防支援の利用

料の額と、介護予防サービス計画費の額(要するに、代理受領がなされる場合の指

定介護予防支援に係る費用の額)との間に、不合理な差額を設けてはならないこと

とするとともに、これによって、償還払いの場合であっても原則として利用者負担

が生じないこととする趣旨である。

（６）保険給付の請求のための証明書の交付

、 、基準第１１条は 介護予防支援に係る保険給付がいわゆる償還払いとなる場合に

利用者が保険給付の請求を容易に行えるよう、指定介護予防支援事業者は、利用料

の額その他利用者が保険給付を請求する上で必要と認められる事項を記載した指定

介護予防支援提供証明書を利用者に対して交付するべきこととしたものである。

（７）介護予防支援業務の委託について

法第１１５条の２１第３項により、指定介護予防支援事業者は、指定居宅介護支

援事業者に介護予防支援業務の一部を委託できることとされており、基準第１２条

は、当該委託を行う場合について規定したものであり、次の点に留意する必要があ

る。

① 指定介護予防支援事業者は、公正で中立性の高い事業運営を行う必要があり、

業務の一部の委託する際には公正中立性を確保するため、その指定を受けた地域
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包括支援センターの地域包括支援センター運営協議会の議を経る必要がある。

② 指定介護予防支援事業者が業務の一部を委託をする場合には、基準第３０条第

７号に規定するアセスメント業務や介護予防サービス計画の作成業務等が一体的

に行えるよう配慮しなければならない。

③ 指定介護予防支援事業者が業務の一部を委託をする居宅介護支援事業者は、都

道府県が実施する研修を受講する等介護予防支援業務に関する必要な知識及び能

力を有する介護支援専門員が従事する事業者である必要がある。

④ 一の指定居宅介護支援事業者に委託できる件数は、当該指定居宅介護支援事業

所について、常勤換算方法で算定した介護支援専門員１人当たり８件以内である

必要がある。ただし、平成１８年４月１日以前に既に居宅介護支援事業者の指定

を受けている事業者に委託する場合には、平成１９年３月３１日までの期間につ

いては、この限りでないこととされている。また、基準第１２条第５号の規定に

基づき厚生労働大臣が定める基準に該当する地域 厚生労働大臣が定める地域 平（ （

成１２年厚生省告示第２４号）に定める地域と同じ ）に住所を有する利用者に。

係る指定介護予防支援の委託については、委託できる件数の上限には含めないこ

ととされている。

なお、委託を行ったとしても、指定介護予防支援に係る責任主体は指定介護予防

支援事業者である。指定介護予防支援事業者は、委託を受けた指定居宅介護支援事

業所が介護予防サービス計画原案を作成した際には、当該介護予防サービス計画原

案が適切に作成されているか、内容が妥当か等について確認を行うこと、委託を受

けた指定居宅介護支援事業者が評価を行った際には、当該評価の内容について確認

を行い、今後の方針等について必要な援助・指導を行うことが必要である。

また、指定介護予防支援事業者は、委託を行った指定居宅介護支援事業所との関

係等について利用者に誤解のないよう説明しなければならない。

（８）法定代理受領サービスに係る報告

① 基準第１３条第１項は、介護予防サービス費を利用者に代わり当該指定介護予

防サービス事業者に支払うための手続きとして、指定介護予防支援事業者に、市

町村（国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては当該国民健康保険

連合会）に対して、介護予防サービス計画において位置付けられている指定介護

予防サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報

を記載した文書（給付管理票）を毎月提出することを義務づけたものである。

② 同条第２項は、指定介護予防支援事業者が介護予防サービス計画に位置付けら

れている基準該当介護予防サービスに係る情報を指定介護予防サービスに係る情

報と合わせて市町村（国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては当

該国民健康保険団体連合会）に対して提供することにより、基準該当介護予防サ

ービスに係る特例介護予防サービス費の支払事務が、介護予防サービス計画に位
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置付けられている指定介護予防サービスに係る介護予防サービス費の支払を待つ

ことなく、これと同時並行的に行うことができるようにするための規定である。

（９）利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付

基準第１４条は、利用者が要介護認定を受け、指定居宅介護支援事業者に変更し

た場合等に、変更後の指定居宅支援事業者等が滞りなく給付管理票の作成・届出等

の事務を行うことができるよう、指定介護予防支援事業者は、要支援認定を受けて

いる利用者が要介護認定を受けた場合、その他利用者からの申し出があった場合に

は、当該利用者に対し、直近の介護予防サービス計画及びその実施状況に関する書

類を交付しなければならないこととしたものである。

（１０）利用者に関する市町村への通知

基準第１５条は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者及び自己の

故意の犯罪行為若しくは重大な過失等により、要支援状態若しくはその原因となっ

た事故を生じさせるなどした者については、市町村が、介護保険法第２２条第１項

に基づく既に支払った保険給付の徴収又は第６４条に基づく保険給付の制限を行う

ことができることに鑑み、指定介護予防支援事業者が、その利用者に関し、保険給

付の適正化の観点から市町村に通知しなければならない事由を列記したものであ

る。

（１１）運営規程

基準第１７条は、指定介護予防支援の事業の適正な運営及び利用者等に対する適

切な指定介護予防支援の提供を確保するため、同条第１号から第６号までに掲げる

事項を内容とする規定を定めることを指定介護予防支援事業所ごとに義務づけたも

のである。特に次の点に留意する必要がある。

① 職員の職種、員数及び職務内容（第２号）

職員については、担当職員とその他の従業者に区分し、員数及び職務内容を記

載することとする。

② 指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額（第４号）

、 、指定介護予防支援の提供方法及び内容については 利用者の相談を受ける場所

課題分析の手順等を記載するものとする。

③ 通常の事業の実施地域（第５号）

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとする。

（１２）勤務体制の確保

、 、基準第１８条は 利用者に対する適切な指定介護予防支援の提供を確保するため

職員の勤務体制等を規定したものであるが、次の点に留意する必要がある。

① 指定介護予防支援事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、担当職

員については、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明

確にする。また、非常勤の担当職員については、他の業務と兼務する場合には、
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当該他の業務に支障がないよう配慮しなければならない。

なお、当該勤務の状況等は、基準第１６条により指定介護予防支援事業所の管

理者が管理する必要があり、非常勤の担当職員を含めて当該指定介護予防支援事

業所の業務として一体的に管理されていることが必要である。従って、非常勤の

担当職員が兼務する業務の事業所を介護予防支援の拠点とし独立して利用者ごと

の介護予防支援台帳の保管を行うようなことは認められないものである。

② 同条第３項は、より適切な指定介護予防支援を行うために、担当職員の研修の

重要性について規定したものであり、指定介護予防支援事業者は、担当職員の資

質の向上を図る研修の機会を確保しなければならない。

（１３）設備及び備品等

、 。基準第１９条に掲げる設備及び備品等については 次の点に留意するものである

① 指定介護予防支援事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専

用の事務室を設けることが望ましいが、指定介護予防支援の業務に支障がない場

合には、地域包括支援センターが行う他の事業の用に供する事務室又は区画と同

一のものであっても差し支えない。

② 指定介護予防支援事業者は、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切

なスペースを確保することとし、相談のためのスペース等はプライバシーが守ら

れ、利用者が直接出入りできるなど利用者が利用しやすいよう配慮する必要があ

る。

③ 指定介護予防支援に必要な設備及び備品等を確保すること。ただし、他の事業

所及び施設等と同一敷地内にある場合であって、指定介護予防支援の事業及び当

該他の事業所及び施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所及び施設等

に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。

（１４）掲示

基準第２１条は、基準第４条の規定により介護予防支援の提供開始時に利用者の

サービスの選択に資する重要事項（その内容については（１）参照）を利用者及び

その家族に対して説明を行った上で同意を得ることとしていることに加え、指定介

護予防支援事業所への当該重要事項の掲示を義務づけることにより、サービス提供

が開始された後、継続的にサービスが行われている段階においても利用者の保護を

図る趣旨である。

（１５）秘密保持

、 、① 基準第２２条第１項は 指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者に

その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。

② 同条第２項は、指定介護予防支援事業者に対して、過去に当該指定介護予防支

援事業所の担当職員その他の従業者であった者が、その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づけたも
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のであり、具体的には、指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業

所の担当職員その他の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密

を保持すべき旨を、従業者の雇用時に取り決め、例えば違約金についての定めを

置くなどの措置を講ずべきこととするものである。

⑤ 同条第３項は、サービス担当者会議等において、担当職員及び介護予防サービ

ス計画に位置付けた各介護予防サービスの担当者が課題分析情報等を通じて利用

者の有する問題点や支援すべき総合的な課題等の個人情報を共有するためには、

あらかじめ、文書により利用者及びその家族から同意を得る必要があることを規

定したものである。

なお、介護予防支援においては特に、サービス担当者会議に介護予防サービス

事業者、主治医のほか地域において利用者を支援する取組を行う住民等の様々な

関係者が参加する機会が多くなることが想定されるが、サービス担当者会議にお

いて用いられた個人情報が正当な理由なく目的外に使用されないよう、例えば法

令上の守秘義務がない者に対しては、個人情報を適切に取り扱う旨に同意する文

書を提出させるなど、指定介護予防支援事業者は、利用者等に係る個人情報の保

護に留意する必要がある。

（１６）介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等

指定介護予防支援事業者は公正で中立性の高い事業運営を行う必要があり、基準

第２４条は、これを具体的に担保するものであり、各項の趣旨は以下のとおりであ

る。なお、指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターにおいては、地域

包括支援センター運営協議会が設けられ、介護予防支援の事業を含め地域包括支援

センターが行う事業の公正かつ中立な運営を確保するために関わることから、地域

包括支援センター運営協議会においては、基準第２４条の規定が遵守されているか

などについても、適宜把握する必要がある。

① 基準第２４条第１項は、介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、指定介

護予防支援事業者及び指定介護予防支援事業所の管理者が当該介護予防支援事業

所の担当職員に利益誘導のために特定の介護予防サービス事業者等によるサービ

スを位置付ける旨の指示等を行うことを禁じた規定である。これは、介護予防サ

ービス計画があくまで利用者の支援すべき総合的な課題に即したものでなければ

ならないという介護予防支援の公正中立の原則の遵守をうたったものであり、例

えば、指定介護予防支援事業者又は指定介護予防支援事業所の管理者が、同一法

人系列の介護予防サービス事業者のみを位置付けるように指示すること等によ

り、支援すべき総合的な課題に反するばかりでなく、事実上他の介護予防サービ

ス事業者の利用を妨げることを指すものである。また、担当職員は、介護予防支

援費の加算を得るために、支援すべき総合的な課題に即さない介護予防サービス

を介護予防サービス計画に位置付けることがあってはならない。ましてや指定介
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護予防支援事業者及び指定介護予防支援事業所の管理者は、当該介護予防支援事

業所の担当職員に同旨の指示をしてはならない。

② 同条第２項は、指定介護予防支援事業所の担当職員が利用者に利益誘導のため

に特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行

うことを禁じた規定である。これも前項に規定した指定介護予防支援の公正中立

の原則の遵守をうたったものであり、例えば、指定介護予防支援事業所の担当職

員が、同一法人系列の介護予防サービス事業者のみを利用するように指示するこ

と等により、支援すべき総合的な課題に反するばかりでなく、事実上他の介護予

防サービス事業者の利用を妨げることを指すものである。また、担当職員は、介

護予防支援費の加算を得るために、支援すべき総合的な課題に即さない介護予防

サービスを介護予防サービス計画に位置付けることがあってはならない。

③ 同条第３項は、介護予防支援の公正中立性を確保するために、指定介護予防支

援事業者及びその従業者が、利用者に対して特定の介護予防サービス事業者等に

よるサービスを利用させることの対償として、当該介護予防サービス事業者等か

ら、金品その他の財産上の利益を収受してはならないこととしたものである。

（１７）苦情処理

① 基準第２５条第１項は、利用者の保護及び適切かつ円滑な指定介護予防支援、

指定介護予防サービス等の利用に資するため、自ら提供した指定介護予防支援又

は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利

用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならないこととし

たものである。具体的には、指定介護予防支援等についての苦情の場合には、当

該事業者は、利用者又はその家族、指定介護予防サービス事業者等から事情を聞

き、苦情に係る問題点を把握の上、対応策を検討し必要に応じて利用者に説明し

なければならないものである。

なお、介護保険法第２３条の規定に基づき、市町村から介護予防サービス計画

の提出を求められた場合には、基準第２５条第３項の規定に基づいて、その求め

に応じなければならないものである。

② 同条第２項は、苦情に対し指定介護予防支援事業者が組織として迅速かつ適切

に対応するため、当該苦情（指定介護予防支援事業者が提供したサービスとは関

係のないものを除く ）の内容等を記録することを義務づけたものである。。

また、指定介護予防支援事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重

要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向

けた取組を自ら行うべきである。

なお、基準第２８条第２項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、２年間保

存しなければならない。

③ 同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けら
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れている国民健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁である市

町村が、一次的には介護予防サービス等に関する苦情に対応することが多くなる

、 、ことと考えられることから 市町村についても国民健康保険団体連合会と同様に

指定介護予防支援事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを

運営基準上、明確にしたものである。

④ なお、指定介護予防支援事業者は、当該事業所における苦情を処理するために

講ずる措置の概要について明らかにし、相談窓口の連絡先、苦情処理の体制及び

手順等を利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載するとともに、事業

所に掲示するべきものである。

（１８）事故発生時の対応

基準第２６条は、利用者が安心して指定介護予防支援の提供を受けられるよう事

故発生時の速やかな対応を規定したものである。指定介護予防支援事業者は、利用

者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利

用者の家族等に連絡し、必要な措置を講じるべきこととするとともに、当該事故の

状況及び事故に際して採った処置について記録し、また、利用者に対する指定介護

予防支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行

うべきこととしたものである。

なお、基準第２８条第２項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録は、２年間保存しなければならない。

このほか、以下の点に留意されたい。

① 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事

故が発生した場合の対応方法について、あらかじめ定めておくことが望ましいこ

と。

② 指定介護予防支援事業者は、賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償

しなければならない。そのため、事業者は損害賠償保険に加入しておくか若しく

は賠償資力を有することが望ましいこと。

③ 指定介護予防支援事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を

防ぐための対策を講じること。

（１９）会計の区分

基準第２７条は、指定介護予防支援事業者に係る会計の区分について定めたもの

である。なお、具体的な会計処理の方法等については、別に通知するところによる

ものである。

４ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（１）基準第３０条は、利用者の課題分析、サービス担当者会議の開催、介護予防サー

ビス計画の作成、介護予防サービス計画の実施状況の把握などの介護予防支援を構

成する一連の業務のあり方及び当該業務を行う担当職員の責務を明らかにしたもの
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である。

① 担当職員による介護予防サービス計画の作成（基準第３０条第１号）

指定介護予防支援事業所の管理者は、介護予防サービス計画の作成に関する業

務の主要な過程を保健師等の担当職員に担当させることとしたものである。

② 指定介護予防支援の基本的留意点（第２号）

指定介護予防支援は、利用者及びその家族の主体的な参加及び自らの目標に向

けての意欲の向上と相まって行われることが重要である。このためには、指定介

護予防支援について利用者及びその家族の十分な理解が求められるものであり、

担当職員は、指定介護予防支援を懇切丁寧に行うことを旨とし、サービスの提供

方法等について理解しやすいようにわかりやすく説明を行うことが肝要である。

③ 計画的な指定介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス等の利用（第３

号）

利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うためには、利用者の心身又は

家族の状態等に応じて、継続的かつ計画的に介護予防サービス、地域密着型介護

予防サービス等が提供されることが重要である。担当職員は、介護予防サービス

計画の作成又は変更に当たり、計画的に指定介護予防サービス、地域密着型介護

予防サービス、地域の住民による自発的な活動等の提供が行われるようにするこ

とが必要である。

④ 総合的な介護予防サービス計画の作成（第４号）

介護予防サービス計画は、利用者の日常生活全般を支援する観点に立って作成

されることが重要である。このため、介護予防サービス計画の作成又は変更に当

たっては、利用者やその家族の意向を踏まえた課題分析の結果に基づき、予防給

付等対象サービス以外の、例えば利用者本人の取組、家族が行う支援、市町村保

健師等が居宅を訪問して行う指導等の保健サービス、老人介護支援センターにお

ける相談援助及び市町村が一般施策として行う配食サービス、寝具乾燥サービス

や当該地域の住民による見守り、配食、会食などの自発的な活動によるサービス

等、更には、こうしたサービスと併せて提供される精神科訪問看護等の医療サー

ビス、はり師・きゅう師による施術、保健師・看護師・柔道整復師・あん摩マッ

サージ指圧師による機能訓練なども含めて介護予防サービス計画に位置付けるこ

とにより総合的かつ目標指向的な計画となるよう努めなければならない。

この場合には、介護保険制度の基本理念等について、利用者が十分理解できる

よう、担当職員は丁寧に説明をし、適切なサービスを利用者が選択できるよう専

門的な観点から利用者の個別性を踏まえ、助言しなければならない。

なお、指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターにおいては、当該

日常生活全般を支援する上で、利用者やその家族の意向を踏まえた課題分析の結

果に基づき、予防給付等対象サービスであるか否かに関わらず、地域で不足して
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いると思われるサービス等が提供されるよう関係機関等に働きかけていくことが

必要である。

⑤ 利用者自身によるサービスの選択（第５号）

担当職員は、利用者自身が主体的に意欲をもって介護予防に取り組むことを基

本に、これを支援するものである。このため、担当職員は、利用者による適切な

サービスの利用に資するよう、当該利用者が居住する地域の指定介護予防サービ

ス事業者、指定地域密着型介護予防サービス等に関するサービスの内容、利用料

。 、等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする したがって

特定の指定介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービスに不当

に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることなく同一の事

業主体のサービスのみによる介護予防サービス計画原案を最初から提示するよう

なことがあってはならないものである。なお、地域の指定介護予防サービス事業

者、指定地域密着型介護予防サービス等の情報を提供するに当たっては、都道府

県又は指定情報公表センターが公表を行っている情報等についても活用された

い。

⑥ 課題分析の実施（第６号）

介護予防サービス計画は、個々の利用者の特性に応じて作成されることが重要

である。このため担当職員は、介護予防サービス計画の作成に先立ち利用者の課

題分析を行うこととなる。

課題分析では、利用者の有する生活機能や健康状態、置かれている環境等を把

握した上で、利用者が日常生活をおくる上での運動・移動の状況、日常生活（家

庭生活）の状況、社会参加、対人関係・コミュニケーションの状況、健康管理の

状況をそれぞれ把握し、利用者及びその家族の意欲・意向を踏まえて、各領域ご

とに利用者が現に抱えている問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を

最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべ

き総合的な課題を把握する必要がある。

⑦ 課題分析における留意点（第７号）

担当職員は、課題の把握（以下「アセスメント」という ）に当たっては、必。

、 。ず利用者の居宅を訪問し 利用者及びその家族に面接して行わなければならない

この場合において、事前に要支援認定の認定調査結果、主治医意見書等により、

一定程度利用者の状態を把握しておく必要がある。また、面接に当たっては、利

用者やその家族との間の信頼関係、協働関係の構築が重要であり、担当職員は、

面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければなら

。 、 、 。ない なお このため 担当職員は面接技法等の研鑽に努めることが重要である

また、当該アセスメントの結果について記録するとともに、基準第３０条第２

項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存しなければならない。
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⑧ 介護予防サービス計画原案の作成（第８号）

担当職員は、介護予防サービス計画が利用者の生活の質に直接影響する重要な

ものであることを十分に認識し、目標指向型の介護予防サービス計画原案を作成

しなければならない。したがって、介護予防サービス計画原案は、利用者につい

てのアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、利用者及びその家族の意向

を踏まえ、当該地域における指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サ

ービス等が提供される体制を勘案した上で、実現可能なものとする必要がある。

また、当該介護予防サービス計画原案には、目標、目標についての支援のポイ

ント、当該ポイントを踏まえ、具体的に本人等のセルフケア、家族、インフォー

マルサービス、介護保険サービス等により行われる支援の内容、これらの支援を

行う期間等を明確に盛り込み、当該達成時期には介護予防サービス計画及び各指

定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス等の評価を行い得るよう

にすることが重要である。

⑨ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取（第９号）

担当職員は、新規に介護予防サービス計画原案を作成したときは、利用者の情

、 、 、報を各サービスの担当者等で共有するとともに 利用者が抱えている課題 目標

支援の方針等について協議し、各サービスが共通の目標を達成するために具体的

なサービスの内容として何ができるかについて相互に理解するなどについて、利

用者や家族、介護予防サービス計画原案作成者、介護予防サービス計画原案に位

置付けた指定介護予防サービスの担当者、主治医、インフォーマルサービス担当

者等からなるサービス担当者会議を必ず開催することが必要である。また、これ

らの各サービスの担当者でサービス担当者会議に参加できない者については、照

会等により専門的見地からの意見を求めれば差し支えないこととされているが、

この場合にも、緊密に相互の情報交換を行うことにより、利用者の状況等につい

ての情報や介護予防サービス計画原案の内容を共有できるようにする必要があ

る。

なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容について記

録するとともに、基準第２８条の第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保

存しなければならない。

⑩ 介護予防サービス計画の説明及び同意（第１０号）

介護予防サービス計画に位置付ける指定介護予防サービス、指定地域密着型介

護予防サービス等の選択は、利用者自身が行うことが基本であり、また、当該計

画は利用者の希望を尊重して作成されなければならない。このため、当該計画原

案の作成に当たって、これに位置付けるサービスについて、また、サービスの内

容についても利用者の希望を尊重することとともに、作成された介護予防サービ

ス計画の原案についても、最終的には、その内容について説明を行った上で文書
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によって利用者の同意を得ることを義務づけることにより、利用者によるサービ

スの選択やサービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障しようとするも

のである。

また 当該説明及び同意を要する介護予防サービス計画原案とは いわゆる 介、 、 「

護予防サービス・支援計画書 （ 介護予防支援業務に係る関連様式例の提示につ」「

」（ ）いて 平成１８年３月３１日老振発第0331009号厚生労働省老健局振興課長通知

に示す標準様式を指す ）に相当するものすべてが望ましいが、少なくとも「目。

標 「支援計画 「 本来行うべき支援ができない場合】妥当な支援の実施に向」、 」、【

けた方針 「総合的な方針：生活不活発病の改善・予防のポイント」欄に相当す」、

るものについては、説明及び同意を要するものである。

⑪ 介護予防サービス計画の交付（第１１号）

介護予防サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者及びサービスの担当

。 、 、者に交付しなければならない なお 交付する介護予防サービス計画については

⑩の説明及び同意を要する介護予防サービス計画原案の範囲を参照されたい。

なお、基準第２８条第２項の規定に基づき、介護予防サービス計画は、２年間

保存しなければならない。

⑫ 個別サービス計画作成の指導及び報告の聴取（第１２号）

担当職員は、サービスの担当者に対して介護予防サービス計画を交付する際に

は、当該計画の趣旨及び内容等について十分に説明し、各サービスの担当者との

、 、 、共有 連携を図った上で 各サービスの担当者が自ら提供する介護予防サービス

地域密着型介護予防サービス等の当該計画における位置付けを理解できるように

配慮するとともに、当該サービスの担当者が介護予防サービス計画の内容に沿っ

て個別サービス計画を作成されるよう必要な援助を行う必要がある。

また、利用者の状況や課題の変化は、利用者に直接サービスを提供する指定介

護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者等により把握される

ことも多いことから、担当職員は、当該指定介護予防サービス事業者、指定地域

密着型介護予防サービス事業者等のサービスの担当者と緊密な連携を図り、設定

された目標との関係を踏まえて利用者の状況や課題の変化が認められる場合に

は、円滑に連絡が行われる体制を整備する必要がある。そのため、各サービスの

担当者がサービスの実施を開始した後は､それぞれのサービスの担当者から､少な

くとも１月に１回、指定介護予防サービス事業者､指定地域密着型介護予防サー

ビス事業者等への訪問､電話、ＦＡＸ等の方法により､サービスの実施状況、サー

ビスを利用している際の利用者の状況､サービス実施の効果について把握するた

めに聴取する必要がある。

⑬ 介護予防サービス計画の実施状況等の把握(第１３号)

指定介護予防支援においては、設定された目標との関係を踏まえつつ利用者の
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有する生活機能の状況や課題に即した適切なサービスを組み合わせて利用者に提

供し続けることが重要である。このために担当職員は、設定された目標との関係

を踏まえつつ利用者の有する生活機能の状況や課題の変化に留意することが重要

であり、介護予防サービス計画の作成後、介護予防サービス計画の実施状況の把

握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」とい

う ）を行い、設定された目標との関係を踏まえつつ利用者の有する生活機能の。

状況や課題の変化が認められる場合等必要に応じて介護予防サービス計画の変

更、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者等と

の連絡、調整その他の便宜の提供を行うものとする。

⑭ 介護予防サービス計画の実施状況等の評価（第１４号）

介護予防サービス計画では､設定された目標との関係を踏まえた利用者の有す

る生活機能の状況や課題を基に利用者の目標とする生活を実現するためのさらな

る具体的な目標を定め､当該目標を達成するために介護予防サービス､地域密着型

介護予防サービス等を期間を定めて利用することとなる。このため、介護予防サ

ービス計画で定めた期間の終了時には､定期的に､介護予防サービス計画の実施状

況を踏まえ､目標の達成状況を評価し、今後の方針を決定する必要がある。した

がって、評価の結果により､必要に応じて介護予防サービス計画の見直しを行う

こととなる。

なお、評価の実施に際しては､利用者の状況を適切に把握し、利用者及び家族

の意見を徴する必要があることから､利用者宅を訪問して行う必要がある。

また、基準第２８条第２項の規定に基づき、介護予防サービス計画の評価の結

果は、２年間保存しなければならない。

⑮ モニタリングの実施（第１５号）

担当職員は、モニタリングに当たっては、介護予防サービス計画の作成後にお

いても、利用者及びその家族、主治の医師、指定介護予防サービス事業者、指定

地域密着型介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、当該指

定介護予防サービス事業者等の担当者との連携により、モニタリングが行われて

、 、 、いる場合においても 特段の事情のない限り 少なくともサービスの期間終了月

サービス提供した月の翌月から起算して３月に１回のいずれかに該当する場合に

は利用者の居宅で面接を行うことが必要である。

利用者宅を訪問しない月でも､指定介護予防サービス事業者等への訪問、利用

者への電話等の方法により､利用者自身に介護予防サービス計画の実施状況につ

いて確認を行い､利用者の状況に変化があるときは､利用者宅を訪問して確認を行

うことが必要である。

こうして行ったモニタリングについては､１月に１回はその結果を記録するこ

とが必要である。
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なお 「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利、

用者に面接することができない場合を主として指すものであり、担当職員に起因

する事情は含まれない。

さらに、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録して

おくことが必要である。

また、基準第２８条第２項の規定に基づき、モニタリングの結果の記録は、２

年間保存しなければならない。

⑯ 介護予防サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による

専門的意見の聴取（第１６号）

担当職員は、利用者が要支援状態区分の変更の認定を受けた場合など本号に掲

げる場合には、サービス担当者会議の開催、サービスの担当者に対する照会等に

より、介護予防サービス計画の変更の必要性について、サービスの担当者から、

専門的な見地からの意見を求めるものとする。

当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容については記録す

るとともに、基準第２８条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存しな

ければならない。

また、上記のサービスの担当者からの意見により、介護予防サービス計画の変

更の必要がない場合においても、記録の記載及び保存について同様である。

⑰ 介護予防サービス計画の変更（第１７号）

担当職員は、介護予防サービス計画を変更する際には、原則として、基準第

３０条第３号から第１１号までに規定された介護予防サービス計画作成に当たっ

ての一連の業務を行うことが必要である。

なお、利用者の希望による軽微な変更を行う場合には、この必要はないものと

する。ただし、この場合においても、担当職員が、設定された目標との関係を踏

まえた利用者の状況や課題の変化に留意することが重要であることは、同条第

１３号（⑬介護予防サービス計画の実施状況等の把握）に規定したとおりである

ので念のため申し添える。

⑱ 介護保険施設への紹介その他の便宜の提供（第１８号）

担当職員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に

提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困

難となったと認められ、利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合

には、利用者の要介護認定の申請の援助を行い、利用者が要介護認定を受けた上

で、介護保険施設はそれぞれ医療機能等が異なることに鑑み、主治医の意見を参

考にする、主治医に意見を求める等をして介護保険施設への紹介その他の便宜の

提供を行うものとする。

⑲ 介護保険施設との連携（第１９号）
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担当職員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする者で要支援認定を

受けた者等から介護予防支援の依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑

に移行できるよう、あらかじめ、居宅での生活における介護上の留意点等の情報

を介護保険施設等の従業者から聴取する等の連携を図るとともに、居宅での生活

を前提としたアセスメントを行った上で介護予防サービス計画を作成する等の援

助を行うことが重要である。

⑳ 主治の医師等の意見等（第２０号・第２１号）

介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリ

テーション、介護予防居宅療養管理指導及び介護予防短期入所療養介護について

は、主治の医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」という ）等がその必要性。

を認めたものに限られるものであることから、担当職員は、これらの医療サービ

スを介護予防サービス計画に位置付ける場合にあっては主治の医師等の指示があ

ることを確認しなければならない。

このため、利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場

合には、担当職員は、あらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求

めなければならない。

なお、医療サービス以外の指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サ

ービス等を介護予防サービス計画に位置付ける場合にあって、当該指定介護予防

サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているとき

は、担当職員は、当該留意点を尊重して介護予防支援を行うものとする。

○ 介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護の介護予防サービス21

計画への位置付け（第２２号）

介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護（以下「介護予防短

期入所サービス」という ）は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用。

されるものであり、指定介護予防支援を行う担当職員は、介護予防短期入所サー

ビスを位置付ける介護予防サービス計画の作成に当たって、利用者にとってこれ

らの介護予防サービスが在宅生活の維持につながるように十分に留意しなければ

ならないことを明確化したものである。

この場合において、介護予防短期入所サービスの利用日数に係る「要支援認定

の有効期間のおおむね半数を超えない」という目安については、原則として上限

基準であることを踏まえ、介護予防サービス計画の作成過程における個々の利用

者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価に基づき、適切な介護予

防サービス計画を作成する必要がある。

○ 介護予防福祉用具貸与及び介護予防特定福祉用具販売の介護予防サービス計画22

への反映（第２３号・２４号）

介護予防福祉用具貸与及び介護予防特定福祉用具販売については、その特性と
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、 、利用者の心身の状況等と踏まえて その必要性を十分に検討せずに選定した場合

利用者の自立支援は大きく阻害されるおそれがあることから、検討の過程を別途

記録する必要がある。

このため、担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与及び介

護予防特定福祉用具販売を位置付ける場合には、サービス担当者会議を開催し、

当該計画に介護予防福祉用具貸与及び介護予防特定福祉用具販売が必要な理由を

記載しなければならない。

なお、介護予防福祉用具貸与については、介護予防サービス計画作成後少なく

とも６月に１回はサービス担当者会議を開催して、利用者が継続して介護予防福

祉用具貸与を受ける必要性について専門的意見を聴取するとともに検証し、継続

して介護予防福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を再び介護予

防サービス計画に記載しなければならない。

また、介護予防福祉用具貸与については以下の項目について留意することとす

る。

ア 担当職員は、利用者の介護予防サービス計画に指定介護予防福祉用具貸与を

位置付ける場合には 「厚生労働大臣が定める者等 （平成１２年厚生省告示第、 」

２３号）第１９号のイで定める状態像の者であることを確認するため、当該利

用者の「要介護認定等基準時間の推計の方法 （平成１２年厚生省告示第９１」

号）別表第１の調査票について必要な部分（実施日時、調査対象者等の時点の

確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答で当該利用者の状態像の

確認が必要な部分）の写し（以下「調査票の写し」という ）を市町村から入。

手しなければならない。

ただし、当該利用者がこれらの結果を担当職員へ提示することに、あらか

じめ同意していない場合については、当該利用者の調査票の写しを本人に情

報開示させ、それを入手しなければならない。

イ 担当職員は、当該利用者の調査票の写しを指定介護予防福祉用具貸与事業者

へ提示することに同意を得たうえで、市町村より入手した調査票の写しについ

て、その内容が確認できる文書を指定介護予防福祉用具貸与事業者へ送付しな

ければならない。

なお、介護保険法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第７７号）第３条

の施行の日（以下「施行日」という ）前に対象外種目に係る指定福祉用具貸与。

を受けていた者については 「厚生労働大臣が定める者等 （平成１２年厚生省告、 」

示第２３号）第１９号のイで定める状態像の者でなくとも、施行日から起算して

６月を超えない期間において、対象外種目に係る指定介護予防福祉用具貸与を受

けることができることとされている。

○ 認定審査会意見等の介護予防サービス計画への反映（第２５号）23



－193－

指定介護予防サービス事業者は、法第１１５条の３第２項の規定に基づき認定

審査会意見が被保険者証に記されているときは、当該意見に従って、当該被保険

、 、者に当該指定介護予防サービスを提供するように努める必要があり 担当職員は

利用者が提示する被保険者証にこれらの記載がある場合には、利用者にその趣旨

（法第３７条第１項の指定に係る介護予防サービス種類については、その変更の

申請ができることを含む ）について説明し、理解を得た上で、その内容に沿っ。

て介護予防サービス計画を作成する必要がある。

（２）基準第３１条は、利用者の要支援状態の改善又は悪化の防止という介護予防の効

果を最大限発揮するために留意すべき事項を定めたものであり、担当職員は、基準

第３１条に規定されている事項について常に留意しつつ、介護予防支援を提供する

必要がある。

① 基準第３１条第１号については、介護予防が単に運動機能や栄養状態、口腔機

能といった利用者の特定の機能を向上させることを目的とするものではなく、こ

れらの心身機能の改善や環境調整などを通じて、利用者ができる限り要介護状態

にならないで自立した日常生活を営むことができるよう総合的に支援することを

目的として行われるものである。担当職員は、支援を行うことによって利用者が

どのような生活を営むことができるのかということを常に留意しながら、支援を

行う必要があることを規定したものである。

② 同条第２号については、介護予防の取組は、あくまでも利用者が自ら主体的に

取り組むことが不可欠であり、そうした主体的な取組がなければ介護予防の十分

な効果も期待できないおそれがあることから、担当職員は、介護予防支援の提供

を通じて、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、様

々な工夫をして、適切な働きかけを行う必要があることを規定したものである。

③ 同条第３号については、利用者の状態に応じた目標を設定し、利用者が介護予

防に意欲を持って主体的に取り組んだり、支援を受けることによってどのような

生活を営めるようになるのかを理解することが重要である。また、介護予防サー

ビス事業者等が設定された目標を共有することにより、その目標を達成するため

に適切な支援を行うことが重要であることを規定したものである。この場合、利

用者が主体的に目標の達成に取り組めるよう、利用者と一緒に目標を設定するこ

とが重要である。

④ 同条第４号については、介護予防の取組が利用者のできる行為を増やし、自立

した生活を実現することを目指すものであることから、利用者の自立の可能性を

最大限引き出す支援を行うことが基本であり、利用者のできる能力を阻害するよ

うなサービスを提供しないよう配慮すべきことを規定したものである。

⑤ 同条第５号については、介護予防においては利用者の生きがいや自己実現のた

めの取組も含めて利用者の生活全般を総合的に支援することが必要であり、介護
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予防支援の提供に当たっては、介護予防サービスのみで利用者を支援するのでは

、 、 、なく 利用者自身の取組や家族の支援 様々な保健医療サービスや福祉サービス

地域における住民の自発的な活動など多様な主体によるサービスがサービス担当

者会議等の機会を通じてそれぞれ連携して提供されるよう配慮すべきことを規定

したものである。

⑥ 同条第６号については、地域支援事業及び介護給付との連続性及び一貫性を持

たせることを規定したものである。具体的には、要支援者の心身の状態が改善し

たり、悪化することにより、地域支援事業における介護予防特定高齢者施策の対

象者となったり、要介護者と認定されることがある。また、介護予防特定高齢者

施策の対象者の心身の状態が悪化したり、要介護者の心身の状態が改善すること

により要支援者と認定されることもある。このような場合に、利用者に対する支

援が連続性及び一貫性を持って行われるよう、指定介護予防支援事業者が地域包

括支援センター及び居宅介護支援事業者と連携を図るべきことを規定したもので

ある。

⑦ 同条第７号については、利用者が要支援に至る過程やその状態は様々であり、

また、利用者の意欲や生活の状況等によって、その取組の方法についても利用者

によって様々であることから、一人ひとりの利用者に応じて、効果的なサービス

が提供されるよう支援すべきことを規定したものである。

⑧ 同条第８号については、介護予防支援の提供を通じて利用者の機能が改善した

場合には、その機能が維持できるように、利用者自らが継続的に意欲を持って取

り組めるよう支援すべきことを規定したものである。

５ 基準該当介護予防支援に関する基準

基準第１章から第３章（第２７条第６項及び第７項を除く ）の規定は、基準該当。

介護予防支援の事業について準用されるため、１から３まで（ 基本方針 「人員に関「 」

する基準」及び「運営に関する基準 ）を参照されたい。この場合において、準用さ」

れる基準第１０条第１項の規定は、基準該当介護予防支援事業者が利用者から受領す

る利用料と、原則として特例介護予防サービス計画費との間に不合理な差異が生じる

ことを禁ずることにより、基準該当介護予防支援についても原則として利用者負担が

生じないこととする趣旨であることに留意されたい。
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老振発第0331009号

平成１８年３月３１日

都道府県

各 指定都市 介護保険主管部(局)長 殿

中 核 市

厚生労働省老健局振興課長

介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について

標記について、今般下記のとおり定めたので御承知の上、管下市町村、関係団体、関係

機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、当該様式は介護予防サービス・支援計画書の適切な作成等を担保するための標準

様式例であり、その内容については介護予防ケアマネジメントに当たっての必要最低限の

内容として提示するものである。そのため、当該様式に記載する情報を基本としつつ、新

たな様式や項目の追加、紙面の構成や紙面の大きさを変更するなど創意工夫を行うことは

差し支えない旨、念のため申し添える。

記

・ 介護予防支援業務に係る関連様式例及び記入要領（別紙）

なお、介護予防支援においては、月に１回介護予防サービス事業者から報告を徴するこ

とにより、利用実績等を把握することとなるが、その内容について利用者に確認する必要

がある場合等の給付管理業務を行う上で作成されるサービス利用票については、「介護サ

ービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」（平成１１年１１月１２日老

企２９厚生省老人保健福祉局企画課長通知）において規定している第７表「サービス利用

票」及び第８表「サービス利用票別表」を適宜簡略化して使用することは差し支えない。

３ 介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について



（別紙） 
〔介護予防支援業務に係る関連様式例及び記入要領〕 

利用者基本情報（表面） 

 

作成担当者： 

《基本情報》                                             

相 談 日 年  月  日（  ）
来 所・電 話 

その他（       ）

初 回 

再来（前  /    ）

本人の現況 在宅・入院又は入所中（                ） 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

本人氏名 

  

男・女 M・T・S  年  月  日生（   ）歳

住  所  

Tel 

 

Fax 

    （   ） 

    

 （   ） 

障害高齢者の日常生活自立度 自立・Ｊ１・Ｊ２・Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２・Ｃ１・Ｃ２日常生活 

自立度 認知症高齢者の日常生活自立度 自立・Ⅰ・Ⅱａ・Ⅱｂ・Ⅲａ・Ⅲｂ・Ⅳ・Ｍ 

認定情報 
非該当・要支１・要支２・要介１・要介２・要介３・要介４・要介５ 

有効期限： 年 月 日 ～ 年 月 日 （前回の介護度     ） 

障害等認定 身障（  ）、療育（  ）、精神（  ）、難病（  ）、（    ） 

 

本人の 

住居環境 

自宅・借家・一戸建て・集合住宅・自室の有無（  ）階、住宅改修の有無 

経済状況 国民年金・厚生年金・障害年金・生活保護・（    ） 

来 所 者 

( 相  談 

者) 

 

住  所 

連 絡 先 

 

   

 

続

柄

 

 

氏名 続柄 住所・連絡先 

   

   

   

緊急連絡先 

   

 

 

家

 

族

 

構

 

成

 

 

 

家族構成 

◎回=本人、○=女性、□=男性 

●■=死亡、☆=キーパーソン 

主介護者に「主」 

副介護者に「副」 

（同居家族は○で囲む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族関係等の状況 
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利用者基本情報（裏面） 

《介護予防に関する事項》 

今までの生活 

 

１日の生活・すごし方 趣味・楽しみ・特技 

 

 

時間 本人 介護者・家族

 

 

 

 

 

友人・地域との関係 

 

現在の生活状

況（どんな暮

らしを送って

いるか） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《現病歴・既往歴と経過》（新しいものから書く・現在の状況に関連するものは必ず書く） 

年月日 病名 
医療機関・医師名 

（主治医・意見作成者に☆） 
経過 治療中の場合は内容

 年 月 日 

 

 

 

 

 

 

Tel 

 

治療中 

経過観察中 

その他 

 

 

年 月 日 

 

 

 

 

 

 

Tel 

 

治療中 

経過観察中 

その他 

 

 

年 月 日 

 

 

 

 

 

 

Tel 

 

治療中 

経過観察中 

その他 

 

 

年 月 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel 

 

 

治療中 

経過観察中 

その他 

 

 

 

 

《現在利用しているサービス》 

公的サービス 非公的サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 地域包括支援センターが行う事業の実施に当たり、利用者の状況を把握する必要があるときは、要介護
認定・要支援認定に係る調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見及び主治医意見書と同様に、利
用者基本情報、支援・対応経過シート、アセスメントシート等の個人に関する記録を、居宅介護支援事業
者、居宅サービス事業者、介護保険施設、主治医その他本事業の実施に必要な範囲で関係する者に提示す
ることに同意します。 

                 平成  年  月  日  氏名            印
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介護予防サービス・支援計画書

ＮＯ．

様 認定済・申請中

担当地域包括支援センター：　

本人等のセルフケア
や家族の支援、

インフォーマルサー
ビス

介護保険サービス
または

地域支援事業

サービス
種別

事業所

(  )

(  )

総合的な方針：生活不活発病の改善・予防のポイント

地域支援事業

期間

委託の場合：計画作成事業者・事業所名及び所在地（連絡先）　　

1年

目標についての
支援のポイント

支援計画

総合的課題

　□有　　□無

具体策についての意向
本人・家族

目標
課題に対する
目標と具体策

の提案

（　）

口腔内
ケア

（　）

健康管理について

【意見】

【本来行うべき支援ができない場合】
妥当な支援の実施に向けた方針

うつ予防
運動
不足

栄養改善 　上記計画について、同意いたします。

【確認印】　

地域包括支援センター

　□有　　□無社会参加、対人関係・
コミュニケーションについて

利用者名 認定の有効期間      年　 月　 日～　   年　 月   日
要支援１・要支援２

初回・紹介・継続認定年月日 　平成      年　    月  　 日

　□有　　□無

アセスメント領域と
現在の状況

本人・家族の
意欲・意向

領域における課題（背景・原因）

日常生活（家庭生活）について

計画に関する同意

健康状態について
□主治医意見書、生活機能評価等を踏まえた留意点

　□有　　□無

基本チェックリストの　（該当した質問項目数）／（質問項目数）　をお書き下さい。
地域支援事業の場合は必要な事業プログラムの枠内の数字に○印をつけて下さい。

平成  　年　  月　  日　　氏名　　　　　   　　　　　　　印

閉じこもり予防 物忘れ予防

－
1
9
8
－

予防給付
または

地域支援事業

運動・移動について

計画作成（変更）日　　    　年　   　月　  　日（初回作成日　　　   　年　   　月　   　日）

計画作成者氏名

目標とする生活

1日



－
1
9
9
－

介護予防支援経過記録（サービス担当者会議の要点を含む）

   利用者氏名                                                     計画作成者氏名

年 月 日 内　　　　容 年 月 日 内　　　　容

※１　介護予防支援経過は、具体的には、時系列に出来事、訪問の際の観察（生活の活発さの変化を含む）、サービス担当者会議の内容、利用者・家族の考えなどを記入し、
　　介護予防支援や各種サービスが適切に行われているかを判断し、必要な場合には方針変更を行うためのサービス担当者会議の開催、サービス事業所や家族との調整などを
　　記入する。
　 ２　サービス担当者会議を開催した場合には、会議出席者（所属（職種）氏名）、検討した内容等を記入する。



評価日

利用者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿　　　　　　　　　　　　　　　 計画作成者氏名

目標 目標達成しない原因 目標達成しない原因
達成/未達成 （本人・家族の意見） （計画作成者の評価）

□　プラン継続 □　介護給付
□　プラン変更 □　予防給付
□　終了 □　介護予防特定高齢者施策

□　介護予防一般高齢者施策　

□　終了

－
2
0
0
－

総合的な方針

目標 評価期間

介護予防支援・サービス評価表          

地域包括支援センター意見

目標達成状況
今後の方針
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（介護予防支援業務に係る関連様式例記載要領）

本様式例は、当初の介護予防サービス計画原案を作成する際に記載し、その後、介護

予防サービス計画の一部を変更する都度、別葉を使用して記載するものとする。但し、

サービス内容への具体的な影響がほとんど認められないような軽微な変更については、

当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、同一用紙に継続して記載すること

ができるものとする。

１ 「利用者基本情報」

①「作成担当者名」

利用者基本情報の作成担当者の氏名を記載する。

②「相談日」

初回の相談日で、当該利用者基本情報を作成した年月日を記載する。また、相談の方

法として、来所や電話等の種別を記入する。また、初回の訪問か、再来の場合は、前回

の相談日がわかれば記載する。

③「本人の現況」

利用者本人の現在の居所について記載する。入院または入所中の場合は、その施設名

を記載する。

「本人氏名」④

利用者氏名及び性別を記載する。介護保険被保険者証と一致していることを確認し、

利用者の生年月日と年齢を記載する。

「住所」⑤

当該利用者の現在居住している居住地を記載すること。住民票の住所地と異なる場合

は、介護保険被保険者証に記載されている住所を記載する。

「電話番号」⑥

当該利用者と連絡のとれる電話番号を記載する。

「日常生活自立度」⑦

利用者の「障害高齢者の日常生活自立度判定基準 「認知症高齢者の日常生活自立度」、

判定基準」に基づくそれぞれのランクについて、要支援認定で用いられた主治医意見書
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の３（１）の「日常生活の自立度等について」を参考に、現在の状態に該当するものに

○印を付す。

⑧「認定情報」

利用者の要介護認定等の区分について 「非該当 「要支援１」から「要介護５」の、 」、

いずれかを○で囲む。また、認定有効期間と前回の介護度を記載する。

⑨「障害者等認定」

障害等の種別について○印で囲む。障害等級等、特記することがあれば空欄に記載す

る。

⑩「本人の住居環境」

該当するものについて○印で囲む。自室の有無、自室のある場合は自室のある階を記

載する。また、住宅改修の有無についても記載する。

⑪「経済状況」

利用者の該当する年金等について○印で囲むとともに、経済等の状況を記入する。

⑫「来所者（相談者 」）

来所者または相談者について、氏名を記載する。

⑬「住所連絡先」

来所者または相談者の住所、連絡先及び本人との続柄を記載する。

⑭「緊急連絡先」

緊急時に確実に連絡がとれる電話番号を記載する。連絡先は複数確認することが望ま

しい。当該利用者の急変等、緊急に連絡をとる必要がある場合に利用者自宅以外の連絡

先を記載する。また、家族が働いている場合は、携帯電話や自宅の他に家族の職場等確

実に連絡がとれる電話番号を記載する。

⑮「家族構成」

当該利用者の家族について記載する。介護力を考慮するために、家族の年齢や居住地

域も可能な範囲で記載する。現在利用者と同居している家族は○で囲む。当該利用者に

関係する家族関係等の状況を欄内の凡例を用い、利用者を中心として家族関係がわかる

ように図解して記載する。なお、家族関係で特記すべき事項があれば記載する。
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⑯「今までの生活」

当該利用者の現在までの生活について、主要な出来事を時間の経過順に記載する。

職業や転居、家族史、家族との関係、居住環境などについて記載する。

⑰「現在の生活状況（どのような暮らしを送っているか 」）

「一日の生活・すごし方」は、起床から就寝までの１日の流れや食事・入浴・買い物

仕事や日課にしていることなど、１日の過ごし方を記載する。上段には、生活全般に関

する様子を記入し、食事や入浴、家事など毎日の決まった生活行為については、下段に

タイムスケジュールを記入する。

のちにアセスメント領域の「日常生活（家庭生活）について」で、この領域をアセス

メントすることを念頭に必要な情報を記載する。

「趣味や楽しみ、特技」は、以前取り組んでいた趣味や楽しみ、特技も聞き取り記載

する。

「友人や地域との関係」は、友人や地域との交流頻度や方法、内容を記載する。

⑱「現病歴・既往歴と経過」

主治医意見書からの情報や利用者・家族からの聴取をもとに、利用者の主な既往症と

治療・服薬の状況について時間の経過順に記載する。記入した病気のために服薬等の治

療を受けている場合は 「治療中」に○印を付し、治療は受けていないが受診だけはし、

ているという場合は、経過観察中に○印を付す。その他の状況の場合には「その他」○

を付す。また、主治医意見書を記載した医療機関または医師については★印を付す。

⑲「現在利用しているサービス」

当該利用者が現在利用している支援について、サービスの種別と利用頻度について記

。 、 、載する ここでいうサービス・事業は 行政の行う一般施策のような公的なサービスと

ボランティアや友人などによって行われている非公的なサービスを分けて記載する。

⑳「個人情報の第三者提供に関する同意」

地域包括支援センターが行う事業の実施に当たり、利用者の状況を把握する必要があ

るときは、要介護認定、要支援認定に係る調査内容、介護認定審査会による判定結果、

意見及び主治医意見書と同様に、利用者基本情報、支援・対応経過シート、アセスメン

トシート等の個人に関する記録を、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護保

険施設、主治医その他本事業の実施に必要な範囲で関係する者に提示することに同意を

得る。
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２ 「介護予防サービス・支援計画書」

①「 」NO.
利用者の整理番号を記載する。

②「利用者名」

当該介護予防サービス計画の利用者名を記載する。

③「認定年月日」

当該利用者の要支援認定の結果を受けた日を記載する。

④「認定の有効期間」

当該利用者の認定の有効期間を日付で記載する。

「初回・紹介・継続」⑤

当該利用者が、当該指定介護予防支援事業者又は当該委託を受けた居宅介護支援事業

者において初めて介護予防事業及び予防給付を受ける場合は「初回」に、介護予防事業

を受けていたが、予防給付を受けるように紹介された場合、又は、予防給付を受けてい

たが、介護予防事業を受けるよう紹介された場合は「紹介」に、介護予防事業を受けて

おり、今後も介護予防事業を受ける予定、あるいは予防給付を現在受けており、今後も

予防給付を受ける予定の場合は「継続」に○を付す。

」⑥ 「認定済・申請中

「新規申請中 （前回「非該当」となり、再度申請している場合を含む 「区分変更」 。）、

申請中 「更新申請中であって前回の認定有効期間を超えている場合」は 「申請中」」、 、

に○を付す。それ以外の場合は「認定済」に○を付す。

「要支援１・要支援２ 地域支援事業」⑦

被保険者証に記載された「要介護状態区分」あるいは事業名に○を付す。

「計画作成者」⑧

当該介護予防サービス計画作成者（地域包括支援センター担当者名）の氏名を記載す

る。なお、介護予防支援業務を委託する場合には、担当介護支援専門員名もあわせて記

載する。
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⑨「委託の場合：計画作成事業者・事業所名及び所在地（連絡先 」）

介護予防支援業務を委託する場合は、当該介護予防サービス計画作成者の所属する介

護予防支援事業者・事業所名及び所在地（住所と電話番号）を記載する。

⑩「担当地域包括支援センター」

介護予防支援業務を委託する場合に、当該利用者が利用する地域包括支援センター名

を記載する。

⑪「計画作成（変更）日（初回作成日 」）

当該介護予防支援事業者又は当該委託を受けた居宅介護支援事業者において当該利用

。 、「 」 、者に関する介護予防サービス計画を作成した日を記載する また 初回作成日 には

２回目以降の計画作成の場合、初回作成日を記載する。

⑫「目標とする生活」

利用者が今後どのような生活を送りたいか、利用者自身の意思・意欲を尊重し、望む

日常生活のイメージを具体的にすることで、利用者が介護予防へ主体的に取り組む動機

付けとなる。

この欄には、必要に応じて計画作成者が上記のような支援を行いつつ、利用者にとっ

ては介護予防への最初の取り組みである「目標とする生活」のイメージについて記載す

る。

具体的にどのような生活を送りたいかは、１日単位でも、１年単位でも、よりイメー

「 」 。 、 、ジしやすい 目標とする生活 を記述する 漠然としていて イメージできない場合は

毎日の生活の中でどのようなことが変化すればよいのか、イメージしやすい日常生活の

レベルでともに考える。計画を立て終わった時点では、全体像を把握した上で、再度利

用者と修正するのは差し支えない。１日及び１年単位の両方記載しなければならないも

のでなく、また、両者の目標に関係がなければならないものではない。

「１日」は、大きな目標にたどり着くための段階的な目標である場合や、健康管理能

力や機能の向上・生活行為の拡大・環境改善など、様々な目標が設定される場合もあり

得る。また、利用者が達成感・自己効力感が得られるような内容が望ましい。

「１年」は、利用者とともに、生きがいや楽しみを話し合い、今後の生活で達成した

い目標を設定する。あくまでも、介護予防支援や利用者の取り組みによって達成可能な

具体的な目標とする。計画作成者は利用者の現在の状況と今後の改善の可能性の分析を

行い、利用者の活動等が拡大した状態を想像してもらいながら、その人らしい自己実現

を引き出すようにする。

⑬「健康状態について」

「主治医意見書 「生活機能評価 「基本情報」等より健康状態について、介護予防サ」 」

ービス計画を立てる上で留意すべき情報について記載する。
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⑭「アセスメント領域と現在の状況」

各アセスメント領域ごとに、日常生活の状況を記載する。

各アセスメント領域において 「現在、自分で（自力で）実施しているか否か 「家」

族などの介助を必要とする場合はどのように介助され実施しているのか」等について、

その領域全般について聴取。アセスメントは、基本チェックリストの回答状況、主治医

意見書、生活機能評価の結果も加味して行う。

聴取するにあたって利用者と家族の双方に聞き、実際の状況と発言していることの違

い、利用者と家族の認識の違いなどにも留意する。

、 。利用者・家族からの情報だけでなく 計画作成者が観察した状況についても記載する

「運動・移動について」欄は、自ら行きたい場所へ様々な手段を活用して、移動でき

るかどうか、乗り物を操作する、歩く、走る、昇降する、様々な交通を用いることによ

る移動を行えているかどうかについて確認する必要がある。

「日常生活（家庭生活）について」欄は、家事（買い物・調理・掃除・洗濯・ゴミ捨

て等）や住居・経済の管理、花木やペットの世話などを行っているかについて確認する

必要がある。

「社会参加、対人関係・コミュニケーションについて」欄は、状況に見合った適切な

方法で、人々と交流しているか。また、家族、近隣の人との人間関係が保たれているか

どうか。仕事やボランティア活動、老人クラブや町内会行事への参加状況や、家族内や

近隣における役割の有無などの内容や程度はどうかについて確認する必要がある。

「健康管理について」欄は、清潔・整容・口腔ケアや、服薬、定期受診が行えている

かどうか。また、飲酒や喫煙のコントロール、食事や運動、休養など健康管理の観点か

、 。 、 、ら必要と思われた場合 この領域でアセスメントする 特に 高齢者の体調に影響する

食事・水分・排泄の状況については、回数や量などを具体的に確認する必要がある。

⑮「本人・家族の意欲・意向」

各アセスメント領域において確認をした内容について、利用者・家族の認識とそれに

ついての意向について記載する。例えば、機能低下を自覚しているかどうか、困ってい

るかどうか、それについてどのように考えているのか等。具体的には 「○○できるよ、

うになりたい 「手伝ってもらえば○○したい 」と記載し、その理由についても確認す」 。

る。ただし、利用者と家族の意向が異なった場合は、それぞれ記載する。否定的ないし

消極的な意向であった場合は、その意向に対し、ただちに介護予防サービス計画を立て

るのではなく、その意向がなぜ消極的なのか、否定的なのかという理由を明らかにする

ことが介護予防支援では大切である。これは、具体策を検討する際に参考情報となる。

⑯「領域における課題（背景・原因 」）

各アセスメント領域において生活上の問題となっていること及びその背景・原因を

「アセスメント領域と現在の状況 「本人・家族の意欲・意向」に記載した内容や、実」

際の面談中の様子、利用者基本情報、主治医意見書、生活機能評価の結果等の情報をも

とに健康状態、心理・価値観・習慣、物的環境・人的環境、経済状態等の観点から整理

し、分析する。その際、基本チェックリストのチェック結果についても考慮する。ここ

には、現在課題となっていることあるいはその状態でいると将来どのようなことがおこ

るかなど課題を予測して記載する。結果として、その領域に課題があると考えた場合に
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「□ 有」に■印を付す。

⑰「総合的課題」

「 」 、 、前項目で分析した各 領域における課題 から 利用者の生活全体の課題を探すため

直接的な背景・原因だけでなく、間接的な背景・原因を探り、各領域における課題共通

の背景等を見つけ出す。そして、利用者にとって優先度の高い順で課題を列挙する。ま

、 。 、 、た 課題とした根拠を記載する 例えば 複数の領域それぞれに課題があったとしても

その課題の原因や背景などが同一の場合、統合して記述したほうが、より利用者の全体

像をとらえた課題となる。ここには、支援を必要とすることを明確にするために課題だ

けを記載し、意向や目標、具体策などは記載しない。

、 、ここであげる総合的課題に対して これ以降の介護予防支援プロセスを展開するため

優先度の高い順に１から番号を付す。

⑱「課題に対する目標と具体策の提案」

「総合的課題」に対して、目標と具体策を記載する。この目標は、利用者や家族に対

して専門的観点から示す提案である。したがって、本人や家族の意向は入っておらず、

アセスメントの結果が現れる部分である。適切にアセスメントがされたかどうかは、こ

の項目と意向を踏まえた目標と具体策を比較すると判断できるため、地域包括支援セン

ターでの確認は、この項目をひとつの評価指標とすることができる。このため、目標は

漠然としたものではなく、評価可能で具体的なものとする。

具体策についても、生活機能の低下の原因となっていることの解決につながる対策だ

けでなく、生活機能の低下を補うための他の機能の強化や向上につながる対策等、様々

な角度から具体策を考える。

具体的な支援やサービスは、特定高齢者施策や介護保険サービスだけではなく、生活

機能の低下を予防するための利用者自身のセルフケアや家族の支援、地域のインフォー

マルサービスなどの活用についても記載する。

今後、次の項目である「具体策についての意向 本人・家族」欄で同意が得られた場

合は、ここで提案した目標と具体策が介護予防サービス計画の目標と支援内容につなが

っていく。

計画作成者はアセスメントに基づき、専門的観点から利用者にとって最も適切と考え

られる目標とその達成のための具体的な方策について提案することが重要である。

⑲「具体策についての意向 本人・家族」

計画作成者が提案した「課題に対する目標と具体策」について、利用者や家族の意向

を確認して記載する。ここで、専門家の提案と利用者の意向の相違点が確認できる。こ

こでの情報は、最終的な目標設定を合意する上での足がかりとなる。

合意が得られた場合は 「○○が必要だと思う 「○○を行いたい」等と記載する。合、 」

意が得られなかった場合には、その理由や根拠等について、利用者や家族の考えを記載

する。
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⑳「目標」

前項目の利用者や家族の意向を踏まえ、計画作成者と利用者・家族の三者が合意した

目標を記載する。当初から「課題に対する目標と具体策」について合意を得られていた

場合には 「同左」あるいは「提案どおり」などを記載してもよい。、

 「目標についての支援のポイント」

、 。前項目の目標に対して 計画作成者が具体的な支援を考える上での留意点を記入する

ここには、目標達成するための支援のポイントとして、支援実施における安全管理上

のポイントやインフォーマルサービスの役割分担など、様々な次元の項目が書かれるこ

とがある。

 「本人等のセルフケアや家族の支援、インフォーマルサービス」「介護保険サービスまたは地

域支援事業 」

「本人等のセルフケアや家族の支援、インフォーマルサービス」欄には、本人が自ら

取り組むことや、家族が支援すること、地域のボランティアや近隣住民の協力などもイ

ンフォーマルサービスとして記載する。誰が、何をするのか具体的に記載する。

「介護保険サービスまたは地域支援事業」欄には、予防給付、地域支援事業のサービ

スの内容を記載し、どちらのサービス・事業を利用するかわかるように○印で囲むもの

とする。

具体的なサービス内容について、利用者・家族と合意し、目標を達成するために最適

と思われる内容については本来の支援として、そのまま記載する。

しかし、サービス内容について利用者・家族と合意できない場合や地域に適当なサー

ビスがない場合は、利用者・家族が合意した内容や適切なサービスの代わりに行う地域

の代替サービスを当面の支援として括弧書きで、サービス内容を記載する。本来の支援

の下に、当面の支援を記載する。

 「 【本来行うことが妥当な支援が実施できない場合 】妥当な支援の実施に向けた方針 」

本来の支援が実施できない場合で、利用者や家族の合意がとれない場合は、本来の支

援をできるように働きかける具体的な手順や方針を書く等、その内容の実現に向けた方

向性を記載する。また、本来必要な社会資源が地域にない場合にも、地域における新た

な活動の創設などの必要性を記載する。

「サービス種別」

「本人等のセルフケアや家族の支援、インフォーマルサービス 「介護保険サービス」

または地域支援事業」の支援内容に適したサービス種別を具体的に記載する。

「事業所等」

具体的な「サービス種別」及び当該サービス提供を行う「事業所名」を記載する。ま

た、地域、介護保険以外の公的サービスが担う部分についても明記する。
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「期間」

「期間」は 「支援内容」に掲げた支援をどの程度の「期間」にわたり実施するかを、

記載する（ ○か月 「○月○日～○月○日」など記載する 。「 」 ）

なお 「期間」の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。、

また 「支援内容」に掲げたサービスをどの程度の「頻度（一定期間内での回数、実、

施曜日等 」で実施するか提案があれば記載する。）

「総合的な方針（生活不活発病の改善・予防のポイント 」）

記載された「目標とする生活」や「目標」について、利用者や家族、計画作成者、各

サービス担当者が生活不活発病の改善・予防に向けて取り組む共通の方向性や特別に留

意すべき点、チーム全体で留意する点などを記載する。

○「必要な事業プログラム」28

基本チェックリストの該当項目数から、プログラム毎のチェックリストの項目数を分

、 。 、 、母 該当した項目数を分子として枠内に記入する また 介護予防特定高齢者施策では

その判断基準から参加することが望まれると考えられるプログラムの枠内の数字に○印

を付す。

○「地域包括支援センターの意見・確認印」29

予防給付の場合で、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者である地域包

括支援センターからの委託を受けて行う場合に本欄を使用する。この場合、その介護予

防支援の最終的な責任主体である当該地域包括支援センターは、介護予防サービス計画

が適切に作成されているかを確認する必要がある。

このようなことから、委託された居宅介護支援事業者は、介護予防サービス計画原案

を作成し、介護予防サービス計画書について当該地域包括支援センターの確認を受ける

必要があり、その際に、本欄に確認をした当該地域包括支援センターの担当者がその氏

名を記載する（当該地域包括支援センターの担当者がサービス担当者会議に参加する場

合には、サービス担当者会議の終了時に介護予防サービス計画原案の確認を行っても差

し支えない 。）

この確認を受けた後に、利用者に最終的な介護予防サービス計画原案の説明を行い、

同意を得ることとなる。

○「計画に関する同意」30

介護予防サービス計画原案の内容を当該利用者・家族に説明を行った上で、利用者本

人の同意が得られた場合、利用者に氏名を記入してもらう。この場合、利用者名を記入

した原本は、事業所において保管する。
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３ 「介護予防支援経過記録」．

①「利用者氏名」

当該利用者名を記載する。

②「計画作成者名」

当該介護予防サービス計画作成者（地域包括支援センター担当者名）の氏名を 記載

する。なお、介護予防支援業務を委託する場合には、委託を受けた指定居宅介護支援事

業所の担当介護支援専門員名もあわせて記載する。

③「年月日 「内容」」

訪問、電話、サービス担当者会議等での連絡や相談、決定事項等があった場合その日

付と相談や会議内容、決定事項等の内容を記載する。事業所から報告書等が提出された

場合は、ここに添付する。ここでは、事実の記載は最重要事項であるが、その事実に基

づき介護予防サービス計画の修正が必要と考えられた場合などは、記録を残すことも重

要である。
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４ 「介護予防サービス・支援評価表」．

①「利用者氏名」

当該利用者名を記載する。

②「計画作成者名」

当該介護予防サービス計画作成者（地域包括支援センター担当者名）の氏名を記載す

る。なお、介護予防支援業務を委託する場合には、担当介護支援専門員名を記載する。

③「評価日」

当該介護予防サービス・支援評価を行った日を記載する。

④「目標」

当該「介護予防サービス・支援計画書」の目標を記載する。

⑤「評価期間」

「介護予防サービス・支援計画書」の「期間」欄から期間を転記する。

⑥「目標達成状況」

評価期間内に目標がどの程度達成できているのか、具体的に記載する。

評価時に、評価期間が終わっていないサービスについてもいったん評価を行い、介護

予防サービス計画を見直す。

⑦「目標 達成／未達成」

目標を達成した場合には○印、未達成の場合には×印を付す。

⑧「目標達成しない原因（本人・家族の意見 」）

何故、目標が達成されなかったのか、目標の設定の妥当性も含め当該利用者・家族の

認識を確認し、原因を記載する。

⑨「目標達成しない原因（計画作成者の評価 」）

何故、目標が達成されなかったのか、利用者・家族の意見を含め、計画作成者として

の評価を記載する。

⑩「今後の方針」
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目標達成状況や目標達成しない原因から、今後の方針について、専門的な観点を踏ま

えて記載する。

⑪「総合的な方針」

今後の支援の総合的な方針について、専門的な観点から方針を記載する。

⑫「地域包括支援センター意見」

介護予防サービス計画に対する対象者の状況や事業所等からの報告を受けて、効果が

認められた、維持・悪化等の判定をし、その根拠も記載する。特に、介護予防支援業務

を委託する場合、計画作成者の今後の方針などが適切でない場合は、詳細について意見

交換を行い、地域包括支援センターと委託を受けた指定居宅介護支援事業所の介護支援

専門員の方針の統一を図る必要がある

地域包括支援センター意見を参考に今後の方針で該当するものにレ印を付す。
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老 振発 第 0 3 3 1 0 1 0号

平成１８年３月３１日

都道府県

各 指定都市 介護保険主管部（局）長 殿

中 核 市

厚生労働省老健局振興課長

介護予防サービス計画作成依頼（変更）届出書の様式について

今般、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第８３条の９（介

護予防サービス費の支給の要件）第１号において、指定介護予防サービス（介

護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を除く ）を受け。

る場合であって、指定介護予防支援等を受けることにつきあらかじめ市町村に

届け出る際の届出の標準様式（介護予防サービス計画作成依頼（変更）届出書）

について別紙のとおり定めたので、御承知の上、管内市町村、関係団体、関係

機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、当該様式の届出は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第３７号）第４条（内容及び手続の説明及び同意）

基づき届け出られるものであることを、念のため、申し添える。

４ 介護予防サービス計画作成依頼（変更）届出書の様式について
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［別紙］
介護予防サービス計画作成依頼（変更）届出書

区 分

新規・変更

被 保 険 者 氏 名 被 保 険 者 番 号

フリガナ

生 年 月 日 性 別

明・大・昭

男・女年 月 日

介護予防サービス計画の作成を依頼（変更）する介護予防支援事業者

介護予防支援事業所名 介護予防支援事業所の所在地 〒

電話番号 （ ）

介護予防支援を受託する居宅介護支援事業者
※居宅介護支援事業者が介護予防支援を受託する場合のみ記入して下さい。

居宅介護支援事業所名 居宅介護支援事業所の所在地 〒

電話番号 （ ）

介護予防支援事業所又は居宅介護支援事業所を変更する場合の事由等

※変更する場合のみ記入してください。

変更年月日

（平成 年 月 日付）

○○市（町村）長 様

上記の介護予防支援事業者に介護予防サービス計画の作成を依頼することを届け出
します。

平成 年 月 日

住所

電話番号 （ ）

被保険者

氏名

□ 被保険者資格 □ 届出の重複

□ 介護予防支援事業者事業所番号保険者確認欄

（注意）１ この届出書は、要支援認定の申請時に、若しくは、介護予防サービス計画の作
成を依頼する事業所が決まり次第速やかに○○市（町村）へ提出してください。

２ 介護予防サービス計画の作成を依頼する介護予防支援事業所又は介護予防支援
を受託する居宅介護支援事業所を変更するときは、変更年月日を記入のうえ、必
ず○○市（町村）に届け出てください。届け出のない場合、サービスに係る費用

を一旦、全額自己負担していただくことがあります。
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指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準

（平成１８年厚生労働省告示第１２９号)

、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十八条第二項の規定に基づき

指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、

平成十八年四月一日から適用する。

一 指定介護予防支援に要する費用の額は、別表指定介護予防支援介護給付

費単位数表により算定するものとする。

二 指定介護予防支援に要する費用の額は、別に厚生労働大臣が定める一単

位 の 単 価 に 別 表 に 定 め る 単 位 数 を 乗 じ て 算 定 す る も の と す る 。

三 前二号の規定により指定介護予防支援に要する費用の額を算定した場合

において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨

てて計算するものとする。

別表

指定介護予防支援介護給付費単位数表

介護予防支援費

イ 介護予防支援費(1月につき) 400単位

注１ 介護予防支援費は、利用者に対して指定介護予防支援(介護保険法

(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する

指定介護予防支援をいう。以下同じ。)を行い、かつ、月の末日にお

いて指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平

成18年厚生労働省令第37号。以下「基準」という。)第13条第1項の

規定に基づき、同項に規定する文書を提出している指定介護予防支

援事業者 (法第 58条第 1項に規定する指定介護予防支援事業者をい

う。)について、所定単位数を算定する。

２ 利用者が月を通じて介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予

防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活

介護 (介護予防 短 期 利 用 共 同 生 活 介 護 費 を 算 定 す る 場 合 を 除

く 。 )を受けている場合は、当該月については、介護予防支援費は、

算定しない。

ロ 初回加算 250単位

注 指定介護予防支援事業所(基準第2条に規定する指定介護予防支援事

業所をいう。)において、新規に介護予防サービス計画(法第8条の2第

18項に規定する介護予防サービス計画をいう。)を作成する利用者に対

し指定介護予防支援を行った場合については、初回加算として、1回に

つき所定単位数を加算する。

５ 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準
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指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の

制定に伴う実施上の留意事項について（抜粋）

「 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につ「

いて」の制定及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び

居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額 の算定に関する基準の制定

に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」

（平成１８年３月１７日老計発第０３１７００１号・老振発第０３１７００１号・老老発第

０３１７００１号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知別紙１より）

第一 届出手続の運用

１ 届出の受理

(1) 届出書類の受取り

指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サービス種類

ごとの１件書類の提出を受けること(ただし、同一の敷地内において複数

種類のサービス事業を行うときは一括提出も可とする。)。

(2) 要件審査

届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を求

。 、めること この要件審査に要する期間は原則として２週間以内を標準とし

遅くても概ね１月以内とすること(相手方の補正に要する時間は除く。)

(3) 届出の受理

要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない場

合は、不受理として１件書類を返戻すること。

(4) 国保連合会等への通知

届出を受理した場合は その旨を届出者及び国民健康保険団体連合会(以、

下「国保連合会」という。)に通知すること。

(5) 届出に係る加算等の算定の開始時期

届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場

合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始す

るものとすること。

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護

については、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する

月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）から算定

を開始するものとすること。

ただし、平成18年4月から算定を開始する加算等の届出については、上

記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス及び介護予防居宅療養管理指

６ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う

実施上の留意事項について（抜粋）
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導に係るもの及び介護予防支援に係るものについては、同年３月25日以前

に、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護に係

るものについては、同年３月末までになされれば足りるものとする。

介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーショ

ンについては、月額定額報酬とされたことから、月途中からのサービス開

始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計

、 。画上に位置づけられた単位数を算定することとし 日割り計算は行わない

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援か

ら要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事業所

を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度

が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単価を算

定するものとする。なお、要支援２であった者が、介護予防訪問介護費

（Ⅲ）を算定していた場合であって、月途中に、要支援１に変更となった

場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費（Ⅱ）を算定すること

とする。

２ 届出事項の公開

届出事項については都道府県において閲覧に供するほか、事業者におい

ても利用料に係る情報として事業所内で掲示することになること。

３ 届出事項に係る事後調査の実施

届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調

査を行うこと。

４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場合の届出

の取扱い

、 、① 事後調査等により 届出時点において要件に合致してないことが判明し

所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出の受理の取消しを

。 、 、行うこと この場合 取消しによって当該届出はなかったことになるため

加算については、当該加算全体が無効となるものであること。当該届出に

関してそれまで受領していた介護給付費は不当利得になるので返還措置を

講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした指定事業者に対して

は、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質な

場合には、指定の取消しをもって対処すること。

② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは当

該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが判明

した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得になるので

返還措置を講ずること。

５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は

加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出
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させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実

が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。また、この場合に

おいて、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求

となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずるこ

とになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処

すること。

６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還

４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業所にお

いては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費に係る

利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞれの利用者に返還金

に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に当たっては利用者

等から受領書を受け取り、施設において保存しておくこと。

第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項

１ 通則

(1) 算定上における端数処理について

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの

割合を乗ずる計算に限る。)を行う度に、小数点以下の端数処理(四捨五

入)を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく

計算になる。

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コー

ドとして作成しており その合成単位数は 既に端数処理をした単位数(整、 、

数値)である。

(2) サービス種類相互の算定関係について

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活

介護費を受けている者については、その他の指定介護予防サービス又は

地域密着型介護予防サービスに係る介護給付費(介護予防居宅療養管理指

導費を除く。)は算定しないものであること。ただし、指定介護予防特定

施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担

により、その利用者に対してその他の介護予防サービス又は地域密着型

介護予防サービスを利用させることは差し支えないものであること。ま

た、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けて

いる者については、介護予防訪問介護費、介護予防訪問入浴介護費、介

護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防通所

介護費及び介護予防通所リハビリテーション費並びに介護予防認知症対

応型通所介護費及び介護予防小規模多機能型居宅介護費は算定しないも

のであること。

なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所生活介
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護又は介護予防短期入所療養介護を受けている者についても算定が可能

であること。

(3) 退所日等における介護予防サービスの算定について

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）につい

ては、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護

予防居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリテーション費は算定

できない。介護予防訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、

介護予防短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリテーションを行え

ることから、退所（退院日）に介護予防通所サービスを機械的に組み込

むといった介護予防サービス計画は適正でない。

また、入所（入院）当日であっても当該入所（入院）前に利用する介

護予防訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、入所（入院）前に

介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションを機械的に組み

込むといった介護予防サービス計画は適正ではない。

(4) 同一時間帯に複数種類の介護予防訪問サービスを利用した場合の取扱

いについて

利用者は同一時間帯にひとつの介護予防訪問サービスを利用すること

を原則とする。ただし、介護予防訪問介護と介護予防訪問看護、又は介

護予防訪問介護と介護予防訪問リハビリテーションを、同一利用者が同

、 、一時間帯に利用する場合は 利用者の心身の状況や介護の内容に応じて

同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合

に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定され

る。

(5) 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について

介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護

予防訪問リハビリテーションは、介護保険法(平成９年法律第123号)第８

条の２の定義上、要支援者の居宅において行われるものとされており、

要支援者の居宅以外で行われるものは算定できない。

12 介護予防支援

初回加算

予防給付における初回加算の算定に当たっては、新規に介護予防サービス

計画を作成する場合に算定されることとなっている。
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平 成 １ ８ 年 ６ 月 ９ 日

厚生労働省老健局振興課

介護予防サービス計画を自ら作成する場合の取扱いについて

介護予防サービスは、状態の維持や改善が期待できることにかんがみ 「本人、

ができることはできる限り本人が行う」ことを基本としつつ、目標指向型の計画

作成と事後の評価を重視しているものである。

この介護予防サービスについては、地域包括支援センターが指定介護予防支援

事業者として、介護予防サービス計画を作成することとされているが、当該計画

については、介護保険法施行規則（平成 年厚生省令第 号）第８３条の９第11 36
１号ニの規定により、利用者自らが計画を作成することについても認められてい

るところである。

この場合、利用者はあらかじめ市町村に自ら作成した計画を届け出て、当該計

画の内容について市町村による確認が行われたときは、当該計画に基づいた指定

介護予防サービスが提供されることとなる。その実施に当たっては、次の点に留

意されたい。

１ 市町村又は地域包括支援センターによる相談・援助

市町村又は地域包括支援センターは、自ら介護予防サービス計画を作成しよ

うとする者に対し、必要な相談・援助を行うよう努めるものとする。

２ 市町村への届出

介護予防サービス計画を自ら作成した者が当該計画を市町村に届け出たの

ち、市町村において専門的な見地からその内容の確認を行う必要がある。この

場合、当該業務の具体的な実施に当たっては、市町村の判断により地域包括支

援センターに行わせることとしても差し支えない。

３ 介護予防サービス計画を自ら作成する場合の留意点

目標指向型の計画作成を行い事後の評価を重視するという介護予防サービス

の趣旨を踏まえ、介護予防サービス計画を自ら作成する場合においても、介護

予防サービスのケアマネジメントのプロセスのうち、サービス提供前の「介護

予防サービス・支援計画原案の作成」段階における内容の確認及びサービス提

供後の「評価」に係る部分については、第三者の立場として実施する必要があ

るため、必ず市町村又は地域包括支援センターにおいて行うものとする。

なお、具体的には 【別紙】介護予防支援業務の流れを参照の上、介護予防、

サービス計画の自己作成の相談等があった場合においては、市町村又は地域包

括支援センターにおいて適切に対処されたい。

７ 介護予防サービス計画を自ら作成する場合の取扱いについて

（第１回地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会資料より）



介護予防支援業務の流れ 
 

※ 各プロセスの詳細については「地域包括支援センター業務マニュアル」参照 
     〈「必要帳票」内の矢印の意味〉 

 

 
 

地域包括支援センター 

（指定介護予防支援事業所） 

必要帳票 サービス提供事業者 

６ 

月 

（
サ
ー
ビ
ス
提
供
前
月
） 

 

 

 

 

① 介護保険被保険者証の確認 

② 利用者基本情報の「基本情報」の部分を 

記入、確認 

③ 契約書及び重要事項説明書の交付・説明・ 

同意 

 

  

④ 介護予防サービス計画作成依頼届出書を 

市町村へ提出 

 

※ 居宅介護支援事業所に一部業務委託している 

場合は、地域包括支援センターは、当該、居宅 

介護支援事業所とも契約を交わす。 

 

 

 

 

① 市町村・医療機関等からアセスメントに 

必要な情報の入手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 利用者基本情報の作成 

② 課題分析 

 

 

 

 

 

← 介護保険被保険者証 

→ 利用者基本情報 

（「基本情報」部分） 

← 契約書及び重要事項説明書 

（2部） 

→ 個人情報使用同意書 

（必須ではない） 

← 介護予防サービス計画 

作成依頼届出書 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 認定調査票（必須） 

← 主治医意見書（必須） 

← 「介護予防のための生活 

機能評価」判定報告書 

 

 

 

 

 

 

 

→ 利用者基本情報 

（「介護予防に関する事項」～

「現在利用しているサービ    

ス」部分） 

→ 基本チェックリスト 

→ 介護予防サービス・支援 

計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．情報収集 

３．アセスメント 

【利用者宅訪問・面接】 

（ 委託の場合も、同行訪問が望ましい ） 

１．利用申込受付・契約締結 

← 地域包括支援センターにおいて利用するもの 

→ 地域包括支援センターにおいて記入・作成するもの
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① 利用者及び家族と共に、計画の原案を 

作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 介護予防サービス・支援計画書の目標を 

共通に認識 

② 必要に応じ、修正 

③ 介護予防サービス・支援計画原案の 

最終決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 介護予防サービス・支援計画原案を基に、

計画を決定 

② 利用者及び家族へ計画書を交付・説明し、

同意書欄に自署又は記名・押印をもらう 

③ サービス提供事業者へ計画書を交付 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

→ 介護予防サービス・支援 

計画書 

→ 介護予防支援経過記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇆ 介護予防サービス・ 

支援計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 介護予防サービス・支援 

計画書 

→ 介護予防サービス・支援 

計画書 

（「計画に関する同意」部分） 

 

 

 

 
 

 
 

 

４．介護予防サービス・支援計画 

原案の作成 

（ 委託の場合は、居宅介護支援事業所が作成

した原案を確認 ） 

 

５．サービス担当者

会議への参加 

５．サービス担当者会議の開催 

（ 委託の場合も、会議に同席することが 

 望ましい ） 

６．介護予防サービス・支援計画の 

決定 

（ 委託の場合は、地域包括支援センター

が介護予防サービス計画を必ず確認し、

押印する ） 
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地域包括支援センター 

（介護予防支援事業所） 

必要帳票 サービス提供事業者 

７ 

・ 

８ 

月 

（
サ
ー
ビ
ス
利
用
月
） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① サービス提供事業者からの結果報告の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 介護予防支援経過記録 

（報告書を添付。把握した 

状況等について記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 事前アセスメント 

・利用者宅を訪問し、面

接・アセスメント実施 

・介護予防サービス計

画に基づいた個別サービ

ス計画（内容・頻度等）の

作成 

・利用者・家族へ個別サ

ービス計画の交付・説 

明・同意 

② 個別サービス計画に

基づいたサービスの

提供 

 

 

 

 

 

① 実施状況のモニタリン

グ・記録 

② 地域包括支援センタ

ーへサービス実施状

況を報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．モニタリング 

３．サービス提供事業者からの報告書

１． 介護予防 

サービス提供 
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① サービス利用状況、利用者の状態を把握 

② 計画見直しの必要性について検討 

 

見直しの必要性があれば、初回の計画

作成時の手順により見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 利用者へサービス利用実績の確認 

② 利用者に確認した実績と、サービス事業者

から送付された実績を突合する 

③ 給付管理表・介護給付費明細書作成 

④ 翌月 10 日までに国保連に伝送又は磁気媒

体で提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 介護予防サービス・支援

計画書 

（把握した状況等について

必要に応じて追記・修正） 

→ 介護予防支援経過記録 

（把握した状況等について 

記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 毎月、利用者ごとのサ

ービス提供実績を、

地域包括支援センタ

ーへ月末締めで、翌

月初めに送付 

 

 

 

 

 

 

① 介護給付費明細書・ 

介護給付費請求書を

作成 

② 翌月 10 日までに国保

連に伝送又は磁気媒

体で提出 

４．利用者の状況把握 

【介護予防通所サービス事業所訪問や

電話連絡】 

※ 状況変化があった場合や必要に 

応じて、利用者宅訪問 

（ 委託の場合は、必要に応じて同 

行訪問が望ましい ） 

６．給付管理業務 

給付管理表 

給付管理総括表 

介護給付費明細書

６．給付管理業務 

５．サービス提供 

実績の報告  
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地域包括支援センター 

（介護予防支援事業所） 

必要帳票 サービス提供事業者 

９ 

月 

（
評
価
月
） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① サービス提供事業者が行った評価の把握 

② 利用者の目標達成状況の評価（効果の評価） 

【利用者宅訪問・面接】 

③ 今後の方針の決定 

・ プラン終了 

・ プラン継続 

・ プラン変更 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 介護予防サービス・支援 

評価表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 個別サービス計画に

基づいたサービスの

提供 

 

 

 

 

 

 

 

① 個別サービス計画に

基づく目標達成状況

の評価 

 

 

 

 

 

① 地域包括支援センター

へ報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．効果の評価 

４．評価 

（ 委託の場合は、居宅介護支援事業所が作成し

た評価表を確認する ） 

２．事後 

アセスメント 

１．介護予防 

サービス提供 
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① サービス利用者へのサービス利用実績の

確認 

② 利用者に確認した実績と、サービス事業者

から送付された実績を突合する 

③ 給付管理表・介護給付費明細書作成 

④ 翌月10 日までに国保連に伝送又は磁気媒

体で提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 毎月、利用者ごとのサ

ービス提供実績を、

地域包括支援センタ

ーへ月末締めで、翌

月初めに送付 

 

 

 

 

 

① 介護給付費明細書・ 

介護給付費請求書を

作成 

② 翌月 10 日までに国保

連に伝送又は磁気媒

体で提出 

５．サービス提供 

実績の報告 

６．給付管理業務 ６．給付管理業務 

給付管理表 

給付管理総括表 

介護給付費明細書
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介護予防サービスの実施上の留意事項について

１ 趣旨

○ 本年４月に施行された改正介護保険法により、新たな介護予防サービス

が導入されたが、この介護予防サービスにおいては、介護予防支援事業所

（地域包括支援センター）による新たな目標志向型のケアマネジメント、

介護予防訪問介護、介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーショ

ンに対する定額制介護報酬など新たな手法によるサービス提供が導入され

たところである。

○ こうした新たな手法によるサービス提供の実施に際し、特に留意すべき

、点について次のとおり取りまとめたので、管下の介護予防サービス事業者

介護予防支援事業所（地域包括支援センター）に対し、周知を図るととも

に、適正な運用の徹底を願いたい。

２ 介護予防訪問介護に関する留意点

（１）サービスの提供方法

○ 介護予防サービスの提供に当たっては、目標を設定し、サービス担当者

会議等を適切に開催することにより介護予防サービス事業者と目標を共有

した上で、利用者ができる行為は可能な限り本人が行うよう配慮しなけれ

ばならないこととされているが、こうした点を踏まえ、月単位の定額制サ

ービスが導入された介護予防訪問介護については、主に次の点で、従前の

訪問介護サービスと取扱いが異なること。

① 介護予防サービス計画（介護予防ケアプラン）においては、目標や方

針、サービス類型の区分のみを定めることとし、従前のように提供回数

や時間、サービス提供スケジュールなどを詳細に定めることは求められ

ないこと。したがって、介護予防訪問介護の場合、介護予防訪問介護

（Ⅰ）～（Ⅲ）のうちいずれの区分を適用するかを決定し、サービス提

供に当たっての配慮事項等を介護予防サービス事業者に伝達するもので

あること。

８ 介護予防サービスの実施上の留意事項について

（第２回地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会資料より）
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② 具体的なサービス提供方法や回数は介護予防サービス事業者が利用者

。の状況や目標の達成度を踏まえて、柔軟に決定するべきものであること

したがって、利用者の状態の改善や利用者の自立が進み、訪問介護員が

実施していた家事を本人自らが行うようになれば、結果的に当初の想定

よりもサービス提供の回数や時間が少なくなることが想定されるが、こ

の場合については、サービス提供量が減ったとしても適切なサービス提

供による効果であると評価できること。

③ しかしながら、利用者の状況や目標の達成度を踏まえない一律のサー

ビスカット、利用者の状態がなんら変化していないにもかかわらず、一

、方的にサービス提供の回数や時間を減らす「過少サービス」や、例えば

第１週から４週まで週１回一律時間のサービスを提供し第５週は一律に

サービス提供をしないといった、利用者の状況を踏まえない「画一的な

、サービス」を提供すること等は、いずれも不適正なサービス提供であり

是正指導の対象となるものであること。

④ 定額報酬については、平均的なサービス提供時間等を基に報酬水準を

算定したものであるが、個別の利用者に対するサービス提供時間につい

ては、平均にとらわれて画一にすべきものではないこと。したがって、

個別の利用者についてみた場合、結果的にサービス提供時間が平均より

も多い場合や少ない場合がありうるが、いずれにせよ、個別の利用者の

状況等に応じた必要なサービス量を提供することが求められるものであ

ること。

○ なお、以上のように、サービス提供について、従前の介護給付との相違

はあるものの、介護予防訪問介護サービスについても、適正なケアマネジ

メントの結果、必要と判断される家事援助的なサービスは認められるもの

であり、例えば、利用者が、可能な限り、自ら家事等（掃除、買い物、調

理等）を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の

住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性

について考慮した上で、個別のケアマネジメントによる判断を経てその必

要性が認められれば、介護予防訪問介護サービスが提供されるものである

こと。
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３ に関する留意点介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション

（１）サービスの提供方法

○ 介護予防サービスの提供に当たっては、目標を設定し、サービス担当者

会議等を適切に開催することにより介護予防サービス事業者と目標を共有

した上で、利用者ができる行為は可能な限り本人が行うよう配慮しなけれ

ばならないこととされているが、こうした点を踏まえ、月単位の定額制サ

ービスが導入された介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション

については、主に次の点で、従前の通所介護・通所リハビリテーションと

取扱いが異なること。

① 介護予防サービス計画（介護予防ケアプラン）においては、目標や方

針のみを定めることとし、従前のように提供回数や時間、サービス提供

スケジュールなどを詳細に定めることはせず、サービス提供に当たって

の配慮事項等を介護予防サービス事業者に伝達するものであること。

② 具体的なサービス提供方法や回数は介護予防サービス事業者が利用者

の状況や目標の達成度を踏まえて、柔軟に決定されるべきものであるこ

と。

③ したがって、利用者の状況や目標の達成度を踏まえない一律のサービ

スカット、利用者の状態がなんら変化していないにもかかわらず、一方

的にサービス提供の回数や時間を減らす「過少サービス」や、例えば、

第１週から４週まで週１回一律時間のサービスを提供し第５週は一律に

サービス提供をしないといった、利用者の状況を踏まえない「画一的な

、サービス」を提供すること等は、いずれも不適正なサービス提供であり

是正指導の対象となるものであること。

④ 定額報酬については、平均的なサービス提供回数・時間等を基に報酬

水準を算定したものであるが、個別の利用者に対するサービス提供回

。数・時間については、平均にとらわれて画一にすべきものではないこと

したがって、個別の利用者についてみた場合、結果的にサービス提供回

数・時間が平均よりも多い場合や少ない場合がありうるが、いずれにせ

よ、個別の利用者の状況等に応じた必要なサービス量を提供することが

求められるものであること。
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４ 介護予防支援事業所によるチェックの徹底

○ 介護予防サービス提供の状況については、介護予防支援事業者（地域包

括支援センター）が確認しなければならず、利用者の状態等を踏まえない

過少サービスや画一サービス等の不適正なサービスが行われている場合に

は、これを迅速に把握し、早急に介護予防サービス事業者と調整のうえ、

適正なサービス提供がなされるよう措置を講じなければならないこと。な

お、介護予防支援事業者（地域包括支援センター）は、ケアマネジメント

担当機関として、少なくとも次の機会を活用するなどにより、介護予防サ

ービス事業者によるサービス提供が適正になされているのかを常に把握し

なければならないこと。

① 介護予防サービス事業者によるサービス提供状況や利用者の状態等に

関する月に１度の報告（介護予防支援等の運営基準（平成１８年厚生労

働省令第３７号。以下「支援基準」という ）第３０条第１２号）。

② 利用者及びその家族、介護予防サービス事業者等と継続的に行われる

モニタリングの際の情報（支援基準第３０条第１５号）

③ 事後の評価の際に得られる情報（支援基準第３０条第１４号）

○ また、介護予防支援事業所（地域包括支援センター）が是正のための調

整を講じても改善が図られない場合にあっては、保険者や指定事業者に対す

る指導監督権限を有する都道府県等と連携し、保険者や都道府県等において

更なる改善措置を図ることが求められること。

５ 介護予防支援における利用者の居宅の訪問について

○ 介護予防支援の際、利用者の居宅の訪問については、原則としてアセス

メント時及びサービス評価期間終了月並びにその間の３ヶ月に１回は少な

くとも実施する必要がある旨を定めたところである（第１回会議資料参

照）

○ この点に関し、アセスメント時に利用者の居宅を訪問し、その翌月から

サービス提供を開始する場合については、アセスメント時に利用者の居宅
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を訪問すれば、その翌月（サービス提供開始月）の訪問は不要である（す

なわち、アセスメント月とその翌月の２ヶ月連続した訪問が必要なわけで

はない 。）

○ 本年９月８日付けで支援基準が一部改正されたところであるが、この改

正は、従前よりお示ししてきたこうした点を明確化するものであり、利用

者の居宅訪問に関する方針を変更するものではない。

〔参考例〕

原則訪問不要

○要訪問 ↓ ○要訪問

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

・アセスメント ・サービス提供開始 ・評価
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